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は  じ  め  に 

～ 広域行政の整備・充実のすすめ ～ 
 

１ 行財政基盤の強化に向けて広域行政の検討を 

 

● 「平成の大合併」後も各市町村にあっては引き続き行財政基盤の強化が必要！ 

人口減少、少子高齢化の進展といった社会構造の変化、多様化・高度化する行政需

要への対応、国・県からの権限移譲の進展など、今後、基礎自治体である市町村の役

割はますます増大していくと考えられます。 

その一方で、市町村の財政状況は厳しさを増しており、将来にわたって住民サービ

スの維持・向上を図っていくためには、市町村の行財政基盤の強化が必要です。 

また、交通・通信手段の発達や都市化の進展に伴い、住民の日常生活や経済活動の

範囲が拡大し、地域における課題解決に広域的な視点を欠くことはできません。 

このような背景のもと、平成１１年以降、全国的に推進されてきた「平成の大合併」

は、国、都道府県による積極的な関与等の合併推進のための措置が廃止された平成２

２年３月３１日をもって一区切りとなりました。本県でも市町村数が９２から６４※

まで集約され、行財政基盤の強化、広域化はある程度進展したものと考えられます。 

しかしながら、県内には依然として小規模な町村があるほか、本県のような都市部

では急激な少子高齢化の到来が見込まれます。このため、住民サービスの低下を招く

ことなく、安心・安全な住民生活を確保していくためには、引き続き行財政基盤の強

化に努めていかなければなりません。 

※ 川口市・鳩ケ谷市の合併により平成２３年１０月１１日現在では６３となっています。 

 

● これからは多様な選択肢から市町村が最も適した事務処理の仕組を自ら選択する時代  

→ 広域行政の積極的な検討を！ 

平成２５年６月に政府の第３０次地方制度調査会が取りまとめた答申には、今後の

基礎自治体の行政サービス提供体制については、自主的な市町村合併や市町村間の広

域連携、都道府県による補完などの多様な手法の中でそれぞれの市町村が最も適した

ものを自ら選択できるようにしていくことが必要との見解が示されています。 

一部の行政サービス等を複数の市町村が共同して実施する広域行政は、市町村の行

財政基盤の強化、区域を越えた広域的な行政需要に適切に対応するために有効な手段

と考えられます。単独の市町村で対応するよりも、複数の市町村が共同して取り組む

方が効率的と判断される事務については、広域行政の制度の活用を積極的に検討する

ことをお勧めします。 

県では、行財政基盤の強化や地域の課題解決に向けた市町村間の広域化の取組に対

して、適宜必要な助言や情報提供を行うとともに、人材面・財政面からの積極的な支

援を行ってまいります。 



２ 

 

 

２ 既存の広域行政組織にも行財政改革の視点を 

 

● 広域行政組織の事務処理上の課題 

現在、本県の市町村においては、消防やごみ処理、介護認定の審査事務など、単独

で処理することが困難な高度で専門的な事務や、広域的に処理することで事務の効率

化が図られる事務について、一部事務組合や広域連合、事務の委託といった広域行政

の制度が活用されており、それぞれに大きな成果を挙げてきました。 

しかしながら、制度によっては複数の市町村が加入しているため、責任の所在が不

明確になることや、関係市町村間の連絡調整に相当程度の時間や労力を要し、迅速な

意思決定が困難になるといった指摘もあります。 

また、市町村合併の進展により、新市町の一つの事務について旧市町村の地域ごと

に処理方式が異なることや、構成団体が大きく減少した一部事務組合や構成団体を同

じくする複数の一部事務組合があるなど、広域化によるメリットが十分に活かされて

いない状況も見られます。 

 

● 広域化のメリットを活かすために既存の広域行政組織にも行財政改革の視点を 

広域行政は実現すれば終わりではありません。行財政改革の視点から共同処理する

事務処理のあり方を常にチェックし、必要に応じて、組合の整理統合や構成市町村の

増加や、事務の拡大、採用している制度の見直しなど、効率化に向けた検討を行うこ

とが重要です。 

県では、新たな広域化の取組に加え、既存の広域行政組織の効率化に向けた取組に

対しても、適宜必要な助言や情報提供を行うとともに、人材面・財政面からの積極的

な支援を行ってまいります。 
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一つの市町村では適切に処理していくことが困難な事務に対応する場合や複数の市町

村で取り組む方がより効率的で質の高い住民サービスが提供できる場合などに、それぞ

れの市町村がその行政区域を越えて連携・協力する取組が「広域行政」です。 

広域行政には、大きく分けて、合併により市町村の区域を変更して広域化を実現する

方法と、市町村が現状のまま区域を変更せずに広域化を行う方法（地方自治法に規定さ

れた一部事務組合や広域連合、事務の委託等の制度を活用するもの）があります。 

ここでは、主に後者の広域行政について解説しています。「平成の大合併」が一区切り

となった今日、広域行政を積極的に活用した住民サービスの維持・向上が求められてい

ます。 
 

【 図表 】広域行政制度の体系 

種   別 制 度 の 種 類 設置等の根拠（地方自治法） 

地方公共団体 

相互間の協力 

連 携 協 約  第２５２条の２ 

協 議 会  第２５２条の２の２ 

機 関 等 の 共 同 設 置  第２５２条の７ 

事 務 の 委 託  第２５２条の１４ 

事 務 の 代 替 執 行  第２５２条の１６の２ 

地方公共団体の組合 

（特別地方公共団体） 

一 部 事 務 組 合  
第２８４条 

広 域 連 合  

 

 

 

総務省が２年に一度実施している「地方公共団体間の事務の共同処理の状況調」（平成

２６年７月１日現在）によると、全国の市町村で共同処理されている事務の総件数は 

８，２３６件、関係団体は延べ２１，２５６団体となっています。 

事務の総件数及び関係団体数は、事務の委託等の増加により前回調査よりも増加して

います（総件数３１５件、関係団体数４２９団体の増加）。 

次に、処理方式では、事務の委託が５，９７９件で全体の７２．６％と最も多く、次

いで一部事務組合の１，５１５件（１８．４％）、機関等の共同設置の４１６件（５．１％）

となっています。 

県内の共同処理の状況（平成２６年７月１日現在）を見ると、処理方式では全１７９

件中、事務の委託が１１９件で全体の６６．５％と最も多く、次いで一部事務組合が 

４７件（２６．３％）、機関等の共同設置が７件（３．９％）、協議会が４件（２．２％）、

広域連合が２件（１．１％）となっており、全国の傾向とほぼ同様となっています。 

  

１ 広域行政とは？ 

２ 広域行政の現況 
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【 図表 】広域行政の仕組みと運用について 

制度の種類 制度の概要 運用状況（H26.7.1 現在） 

連携協約 

地方公共団体が、連携して事務を処

理するに当たっての基本的な方針及

び役割分担を定めるための制度。 

※地方自治法の一部を改正する

法律（平成２６年法律第４２号、

平成２６年１１月１日施行）に

より創設。 

協議会 

地方公共団体が、共同して管理執行、

連絡調整、計画作成を行うための制

度。 

○設置件数：２１０件 

○主な事務：消防 38 件 

（18.1％）、広域行政計画等 29

件（18.1％）、視聴覚教育 22

件（10.5％） 

機関等の共同設置 

地方公共団体の委員会又は委員、行

政機関、長の内部組織等を複数の地

方公共団体が共同で設置する制度。 

○設置件数：４１６件 

○主な事務：介護区分認定審査

129 件（31.0％）、公平委員会

115 件（27.6％）、障害区分認

定審査 105 件（25.2％） 

事務の委託 

地方公共団体の事務の一部の管理・

執行を他の地方公共団体に委ねる制

度。 

○設置件数：５，９７９件 

○主な事務：住民票の写し等の

交付 1,341 件（22.4％）、公平

委員会 1,143 件（19.1％）、競

艇 856 件（14.3％） 

事務の代替執行 

地方公共団体の事務の一部の管理・

執行を当該地方公共団体の名におい

て他の地方公共団体に行わせる制

度。 

※地方自治法の一部を改正する

法律（平成２６年法律第４２号、

平成２６年１１月１日施行）に

より創設。 

一部事務組合 

地方公共団体が、その事務の一部を

共同して処理するために設ける特別

地方公共団体。 

○設置件数：１，５１５件 

○主な事務：ごみ処理 339 件

（26.3％）、し尿処理 349 件

（ 23.0 ％ ）、 消 防 276 件

（ 18.2 ％ ）、 救 急 275 件

（18.2％） 

広域連合 

地方公共団体が、広域にわたり処理

することが適当であると認められる

事務を処理するために設ける特別地

方公共団体。国又は都道府県から直

接に権限や事務の移譲を受けること

ができる。 

○設置件数：１１５件 

○主な事務：後期高齢者医療 51

件（44.4％）、介護区分認定審

査 45 件（39.1％）、障害区分

認定審査 30 件（26.1％） 

（注） 地方開発事業団は地方自治法の一部を改正する法律（平成２３年法律第３５号）により廃止。

なお、同改正法の施行時（平成２３年８月１日）に現に設けられている地方開発事業団（１団

体）については、なお従前の例によることとされている。 
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 制度の概要  

連携協約は、地方公共団体が、他の地方公共団体と連携して事務を処理するに当

たっての基本的な方針及び役割分担を定める制度です。平成２６年５月の地方自治法

の改正により創設されました。 

連携協約を締結した地方公共団体は、当該連携協約に基づいて、分担すべき役割

を果たすため必要な措置を執るようにしなければなりません。連携協約に基づき、事

務の委託等により事務の共同処理を行う場合は、それぞれの事務の共同処理制度の規

定に基づき規約を定める必要があります。 

連携協約に係る紛争がある場合は、自治紛争処理委員による処理方策の提示を求

め、提示を受けることができます。 

 

【 図表 】連携協約のイメージ 
 
 
 
 
 
 
 

 締結等の手続  

 関係地方公共団体が議会の議決を経た協議により連携協約を定め、その旨及び連

携協約を告示 

 都道府県に係るものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事

に届出（複数の都道府県にわたるものにあっては各都道府県知事に届出） 

※ 連携協約の変更／連携協約の廃止の場合も同様です。 

 
 
 

■ 地域の実情に応じて締結でき、政策面での役割分担についても自由に盛り込む 

ことができます。 

■ 別組織を作らない、より簡素で効率的な相互協力の方式です。 

■ 議会の議決を経て締結され、紛争を迅速に解決する仕組みが用意されているこ 

とから、安定的で継続的な連携が可能となります。 
 

（１）連携協約【地方自治法第２５２条の２】 

３ 制度別に見る広域行政 

制 度 の 特 徴 
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 制度の概要  

協議会は、地方公共団体がその区域を越えて行政の執行を合理的に行うため、協

議により規約を定め設置する共同の執務組織です。法人格を有しないため、権利義務

の主体とはならず、また、協議会固有の職員又は財産を有さないため、協議会の職員

は構成団体からの派遣で、必要な経費も各構成団体が負担・支弁し、その方法は規約

に定めることになります。 

協議会には、「管理執行」、「連絡調整」、「計画作成」の３種類があります。 

 

① 管理執行協議会 

事務の一部を共同して管理執行するために設けられる協議会です。協議会それ

自体に権限はなく、協議会が関係地方公共団体の長その他の執行機関の名におい

て行った事務の管理執行は、それぞれ関係地方公共団体の長その他の執行機関が

行ったものとしての効力を有します。その意味で、協議会は関係地方公共団体の

共通の執行機関としての性格を有しますが、それぞれの関係地方公共団体の執行

機関は消滅しません。この場合、協議会と普通地方公共団体との間には代理に準

ずる効果があるとされています。なお、不法行為等があった場合の責任は、各構

成団体の連帯責任と解されています。 

 

② 連絡調整協議会 

事務の管理執行について連絡調整を図るために設けられる協議会です。協議会

の行う連絡調整とは、事務の総合的、統一的な処理を行うために、相互に情報や

意見の交換を行い、共同の方針を定めるものです。連絡調整の結果は、それ自体

には法的効果はなく、結果に基づいて関係地方公共団体の長その他の執行機関が

事務の管理執行をして初めて法的効果が生じるとされています。 

 

③ 計画作成協議会 

広域にわたる総合的な計画を共同して作成するために設けられる協議会です。

計画を作成したときは、関係地方公共団体の長その他の執行機関は、当該計画に

基づいてその事務を処理し、またはその権限に属する事務を管理執行することと

なります。連絡調整協議会と同様、協議会自体が事務を管理執行するものではな

く、計画に基づいて関係地方公共団体の長その他の執行機関が事務を管理執行し

て初めて法的効果が生じるとされています。 

 

 

 

 

（２）協議会【地方自治法第２５２条の２の２～第２５２条の６の２】 
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【 図表 】協議会のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設置等の手続  

 関係地方公共団体の議会の議決を経た協議により規約を定め、その旨及び規約を

告示（「連絡調整協議会」については議決は不要） 

 都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県

知事に届出（複数の都道府県にわたるものにあっては各都道府県知事に届出） 

※ 構成団体の数の増減／規約の変更／協議会の廃止の場合も同様です。 

 

 

■ 議会や管理者の設置を要しない簡素で効率的な事務処理の方式です。 

■ 組織する団体が各々の主体性を維持したまま広域的に事務を処理できます。 

■ 意思決定が会議で行われるため、迅速な決定が難しくなると言われています。 

■ 法人格がないため、財産保有等、法人格が必要な事務を行うことはできません。 

■ 責任の帰属が第一義的に問われる事務には向かないと言われています。 

 

 

 

 

 制度の概要  

機関等の共同設置は、地方公共団体が、組織の簡素化による適切な行政の確保を

目的として、協議により規約を定め、その執行機関等を共同で設置する制度です。 

この制度で設置できるのは地方自治法で定められている次の機関等です。 

・ 議会事務局もしくはその内部組織（第１３８条第１項、第２項） 

・ 委員会もしくは委員（第１３８条の４第１項） 

・ 附属機関（第１３８条の４第３項） 

・ 行政機関（第１５６条第１項） 

・ 長の内部組織（第１５８条第１項） 

・ 委員会もしくは委員の事務局もしくはその内部組織 

・ 議会、長、委員会もしくは委員の事務を補助する職員 

・ 専門委員（第１７４条第１項） 

 

A 市 

B 町 C 村 

協議会 

※ 補助職員は関係地方公共

団体からの派遣 

（３）機関等の共同設置【地方自治法第２５２条の７～第２５２条の１３】 

制 度 の 特 徴 
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共同設置された機関等は、それぞれの団体の共通の機関等としての性格を有し、

共同設置した機関等が管理執行した効果は、関係地方公共団体が自ら行ったことと同

様にそれぞれの団体に帰属します。また、管理執行に係る法令、条例、規則その他の

規程はそれぞれの団体のものが適用されます。 

運営は規約の定めるところによりますが、委員等の選任その他の身分取扱いは、

原則として関係地方公共団体のうち規約で定める団体に所属する職員とみなされ、ま

た、これに要する経費も関係地方公共団体が負担し、規約で定める団体の歳入歳出予

算に計上して支出されます。 

 

 

【 図表 】機関等の共同設置のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設置等の手続  

 関係地方公共団体が議会の議決を経た協議により規約を定め、その旨及び規約を

告示 

 都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県

知事に届出（複数の都道府県にわたるものにあっては各都道府県知事に届出） 

※ 構成団体の数の増減／規約の変更／共同設置の廃止の場合も同様です。 

 

 

  

■ 法人の設立を要しない簡素な仕組みです。 

■ 共同設置された機関等はそれぞれの団体にとって共通の機関等となるため権限

の移動を伴いません（各団体の主体性が維持されます）。 

■ 共同設置された機関等がそれぞれの団体の機関等となるため、それぞれの議会

への対応などに配慮する必要があります。 

■ 平成２３年の地方自治法の改正で共同設置できる機関が行政機関や長の内部組

織等まで拡大されています。 

 

機関等 
A 市 B 町 C 村 

Ｃ村 B 町 A 市 

α委員会 

α委員会 α委員会 α委員会 

事務補助職員 事務補助職員 事務補助職員 

事務補助職員 

規約で定める団体 

※ 補助職員は規約で定める団体の

長の補助職員をもって充てる 

制 度 の 特 徴 



１０ 

 

※ 事務に従事するのはＡ市の職員 

※ Ａ市長は B 町の事務を含めて指揮監督 

 

 制度の概要  

事務の委託は、地方公共団体が協議により規約を定め、事務の一部の管理執行を

他の地方公共団体に委託する制度です。これは組織の簡素化により適切な行政規模を

確保するための制度で、全国、また本県で最も活用されています。他の共同処理制度

とは異なり、新たな組織を設けることはありません。 

委託は必ず「１団体」対「１団体」で成立します。受託した地方公共団体がその

事務を処理することにより、委託した地方公共団体が自らその事務を管理執行した場

合と同様の効果を生じます。 

委託後は、その事務の責任は受託団体に帰属し、委託団体は委託の範囲内で権限

を失うことになります。また、事務処理は原則として受託団体の条例、規則等に従っ

て行われます。 

経費は委託団体が負担し、その算定方法等は規約で定めます。 

 

【 図表 】事務の委託のイメージ 

 

 

 

 

 

 委託等の手続  

 関係地方公共団体が議会の議決を経た協議により規約を定め、その旨及び規約を

告示 

 都道府県に係るものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事

に届出（複数の都道府県にわたるものにあっては各都道府県知事に届出） 

※ 委託する事務の変更／事務の委託の廃止の場合も同様です。 

 

 

  

■ 法人の設立を要せず仕組みが簡単で効率性に優れた制度です。 

■ 執行が受託団体に一元化されるため責任の所在が明確です。 

■ 委託事務についての権限が完全に受託団体に移るため、委託団体は当該事務に

ついての権限を行使できません（受託団体の責任により処理）。 

■ 受託団体は一定の委託金収入のもと、対象事務に関する責任をすべて負います。 

 

 

 

 

A 市 B 町 事務 X 事務 X 

（４）事務の委託【地方自治法第２５２条の１４～第２５２条の１６】 

制 度 の 特 徴 
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※ 事務に従事するのはＡ市の職員 

※ 事務権限はＢ町に残り、Ｂ町の基準によりＡ市が事務を処理 

※ Ａ市の事務処理を、Ｂ町の長、議会が監視 

 

 

 制度の概要  

事務の代替執行は、地方公共団体が協議により規約を定め、事務の一部の管理執

行を、当該地方公共団体の名において、他の地方公共団体に行わせる制度です。平成

２６年５月の地方自治法の改正により創設されました。 

地方公共団体が他の地方公共団体に当該事務を代替執行させることにより、事務

を任せた地方公共団体が、自ら当該事務を管理執行した場合と同様の効果を生じます。

当該事務についての法令上の責任は事務を任せた地方公共団体に帰属したままであ

り、当該事務を管理執行する権限の移動も伴いません。 

 

【 図表 】事務の代替執行のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 代替執行等の手続  

 関係地方公共団体が議会の議決を経た協議により規約を定め、その旨及び規約を

告示 

 都道府県に係るものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事

に届出（複数の都道府県にわたるものにあっては各都道府県知事に届出） 

※ 代替執行する事務の変更／代替執行の廃止の場合も同様です。 

 

  

■ 事務を任せる側の意向を反映させ、かつ、効率的な広域連携が可能な制度です。 

■ 事務を任せた側は、事務の執行状況を把握し、自団体の住民及び議会に対する

説明責任を果たすことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）事務の代替執行【地方自治法第２５２条の１６の２～第２５２条の１６の４】 

A 市 B 町 事務 X 事務 X 

制 度 の 特 徴 
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 制度の概要  

一部事務組合は、地方公共団体がその事務の一部を共同して処理するため、協議

により規約を定めて設ける特別地方公共団体です。 

法人格を有する特別地方公共団体で、財産の保有等が可能であり、組合議会や管

理者、監査委員の設置が必要とされます（特例一部事務組合における例外があります）。 

一部事務組合が成立すると、共同処理するとされた事務は構成団体の権限から除

外され、一部事務組合に引き継がれます。 

法律上の扱いとしては、都道府県の加入するものは都道府県に関する規定、市の

加入するもので都道府県の加入しないものは市に関する規定、その他のものは町村に

関する規定が準用されます。 

共同処理する事務に係る条例、規則等は当該一部事務組合において制定しますが、

課税権はありません。また、運営体制や経費の支弁については規約で定めます。 

 

（複合的一部事務組合） 

地方自治法第２８５条の規定により、相互に関連する事務を共同処理するための

一部事務組合については、共同処理しようとする事務が構成団体のすべてに共通して

いなくても設置することができます。 

この場合、組合の議会の議決の方法について特別の定めをすることができ、規約

で定めることで、管理者に代えて理事会を置くことができます。 

 

（特例一部事務組合） 

地方自治法第２８７条の２の規定により、規約に定めることで、一部事務組合の議

会を構成団体の議会をもって組織することができます（特例一部事務組合）。この場

合、管理者が構成団体の長を通じてすべての構成団体の議会に議案を提出し、すべて

の構成団体の議会の一致する議決が必要となります。 

また、この特例一部事務組合は、独自の監査委員を置かず、規約で定める構成団体

の監査委員が監査を行うことができます。 

 

★ 市町村合併の進展により、県内には構成団体が大きく減少した一部事務組合や、

構成団体を同じくする複数の一部事務組合が存在しています。これらについては、

事務の効率化や経費節減のためにも、他の組合との統合やより簡素な方法（事務

の委託等）への変更をお勧めします。 

 

 

 

 

 

（６）一部事務組合【地方自治法第２８４条～第２９１条】 
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※ 法人格があるので 
固有の財産保有が可能 

【 図表 】一部事務組合のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設置等の手続  

 関係地方公共団体が議会の議決を経た協議により規約を定める。 

 都道府県が加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県

知事の許可（複数の都道府県にわたるものにあっては総務大臣が関係都道府県知

事の意見を聴いて行う） 

※ 構成団体の数の増減／共同処理する事務の変更／規約の変更の場合も同様です（ただし、

組合の名称の変更／事務所の位置／経費の支弁の方法のみに係る規約の変更、組合の解

散は届出で足ります）。 

 

 

■ 法人格を有するため財産の保有や職員の採用が可能で、責任の所在が明確です。 

■ 組合議会や組合管理者、監査委員が設置されます（特別一部事務組合を除く）。 

■ 共同処理する事務は構成団体の権限から除外されます。 

■ 複数の事務を共同処理することも可能です（複合的一部事務組合）。 

■ 迅速な意思決定がしづらいといった指摘があります。 

■ 運営や存在が住民から見えにくいといった指摘があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 一部事務組合 

A 市 B 町 C 村 

特別地方公共団体 

α事務 

α事務 α事務 α事務 

・管理者 
・議会 

・監査委員 

制 度 の 特 徴 
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 制度の概要  

広域連合は、地方公共団体が広域にわたり処理することが適当な事務に関し、広

域計画を作成し、その実施のための連絡調整を図り、事務の一部を広域にわたり総合

的かつ計画的に処理するために設けられる特別地方公共団体です。 

 

現在、県内には「彩の国さいたま人づくり広域連合（平成１１年５月）」「埼玉県

後期高齢者医療広域連合（平成１９年３月）」の２つが設置されています。 

広域連合が成立すると、広域処理するとされた事務は構成団体の権限から除外さ

れ、広域連合に引き継がれます。 

広域連合は、一部事務組合と同様に「地方公共団体の組合」の一形態として設け

られた制度ですが、一部事務組合とは異なり下記のような特徴があります。 

 

○ 広域的な行政ニーズに柔軟かつ複合的に対応できます 

・ 同一の事務を持ち寄って共同処理する一部事務組合に対して、広域連合は

多角的な事務処理を通じて広域的な行政目的を達成することが可能な仕組

みとなっています。 

 

○ 広域的な調整をより実施しやすい仕組みです 

・ 広域連合は、広域計画を作成しなければなりませんが、広域計画には、広

域連合の処理する事務ばかりでなく、これに関連する構成団体の事務につい

ても盛り込むことができます。そして、その構成団体の事務の実施について、

勧告することができます。 

 

○ 権限移譲の受け皿となることができます 

・ 広域連合は、直接国又は都道府県から権限移譲を受けることができます。

このため、個々の市町村では実施困難でも、広域的団体であれば実施可能な

事務を、法律、政令又は条例の定めるところにより、直接広域連合が処理す

ることとすることができます。 

・ 都道府県の加入する広域連合から国に、その他の広域連合は都道府県に、

権限・事務を処理することとするよう要請することができます。 

 

○ より民主的な仕組みです 

・ 広域連合の長と議員は、いわゆる充て職は認められず、直接又は間接の選

挙により選出されます。 

・ 広域連合への直接請求を行うことができます。 

（７）広域連合【地方自治法第２８４条、第２８５条の２、第２９１条の２～第２９１条 

          の１３】 
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※ 法人格があるので 
固有の財産保有が可能 

（αに関連する事務） 

（αに関連する事務） 

 

【 図表 】広域連合のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設置等の手続  

 関係地方公共団体が議会の議決を経た協議により規約を定める。 

 都道府県が加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県

知事の許可（複数の都道府県にわたるものにあっては総務大臣が関係都道府県知

事の意見を聴いて行う） 

※ 構成団体の数の増減／広域処理する事務の変更／規約の変更／広域連合の解散 の場合も

同様です（ただし、事務所の位置／経費の支弁の方法のみに係る規約の変更、国や都道

府県が法令や条例により広域連合が処理すべきものと定めた事務を追加する場合（変更

を含む）の規約の変更は届出で足ります）。 

 

  

■ 法人格を有するため財産の保有や職員の採用が可能で、責任の所在が明確です。 

■ 連合議会や連合長、監査委員、選挙管理委員が設置されます。 

■ 処理する事務について広域計画を策定して運営されます。 

■ 広域処理する事務は構成団体の権限から除外されます。 

■ 国や県から直接権限の移譲が受けられます。 

■ 住民からの直接請求が可能です。 

■ 迅速な意思決定がしづらいといった指摘があります。 

■ 運営や存在が住民から見えにくいといった指摘があります。 

D 広域連合 

広域にわたり処理することが適当な事務 

α事務 

国 権限移譲 
の要請 

権限 
移譲 

特別地方公共団体 

・長 
・議会 

・監査委員 

・選挙管理委員

 

Ｃ県 Ａ市 Ｂ町 β事務 α事務 α事務 

β事務 γ事務 γ事務 

直接請求 等 

制 度 の 特 徴 

住民 
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第 2 章 

広域行政の手続 
 

 

 

 

 

１ 制度を選択する際の標準的な考え方 ・・・・１７ 

２ 手続の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

（１）関係地方公共団体間の事実上の協議 ・・・１９ 

（２）許可権者との連絡・調整 ・・・・・・・・１９ 

（３）関係地方公共団体の議会の議決 ・・・・・２０ 

（４）協議（法定上の協議） ・・・・・・・・・２０ 

（５）協議事項及び規約の告示 ・・・・・・・・２０ 

（６）許可権者への申請（届出） ・・・・・・・２１ 

（７）脱退手続の特例・・・・・・・・・・・・・２３ 

KOBATON 
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地方公共団体が広域行政のいずれの制度を採用するかは、初期投資、管理運営費な

どの経済的視点や、事務執行に法人格を必要とするか否かなどを含め、総合的に検討

する必要があります。 

そこで、目的の達成に適した手法を選択するための標準的な考え方を下記のとおり

整理しました。 

 

【 図表 】広域行政制度選択の考え方 
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会 

広 

域 

連 

合 

権利義務の 
主体が必要 

行政権限 
が必要 

広域計画の
策定が必要 

 

一
部
事
務
組
合 

事
務
の
委
託 

機
関
等
の
共
同
設
置 

公
益
法
人
等 

事
務
の
代
替
執
行 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＮＯ 

検討開始！ 

共同処理が有利な事務 
① 一つの地方公共団体では適切に処理することが困難な事務 
② 複数の地方公共団体で取り組む方がより効率的で質の高い住

民サービスが提供できる事務 

１ 制度を選択する際の標準的な考え方 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＮＯ 

 
市町村から独立 
した主体が必要 

政策面での基本的な方針や 

役割分担を定める場合に選択 

（次ページ参照） 

連携協約 

 

各市町村の 
執行機関として位置 

づけが必要 

事務の責任を 
市町村に残す 
ことが必要 
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【 図表 】「連携協約」の法律上の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

広域行政の手続（設立・規約の変更・廃止等）のプロセスは、いずれの制度におい

ても基本的には同様です。 

なお、手続には「許可」を必要とするものと「届出」を必要とするものの２種類が

あります。一部事務組合や広域連合に係るものは原則として「許可」が必要であり、

それ以外のものは「届出」が必要とされています。 
 

【 図表 】広域行政の手続のプロセス 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届  出 

協議事項及び規約の告示（※） 

事実上の 
プロセス 

法定上の 
プロセス 

許可権者への申請 

届出事項の場合 

（１） 

（２）

 
（３） 

（４） 

（５） 

（６） （６） 

許可事項の場合 

 

許 可 

 

受 理 

協議（法定上の協議） 

関係地方公共団体の議会の議決 

許可権者との連絡・調整 

関係地方団体間の事実上の協議 

２ 手続の概要 

（※）一部事務組合・広域連合に 

  係る届出の場合は法定ではない。 

事務の処理 

事務の委託 協議会 
事務の 

代替執行 

民法の 

請負契約 
条例 

政策（事務処理の基本的な方向性） 

【甲市と乙市は○○について協力する】 

事務処理の役割分担 

（甲市が乙市のＡ事

務を事務の委託によ

り処理する） 

事務処理の役割分担 

（甲市と乙市で構成

する協議会によりＢ

事務を処理する） 

事務処理の役割分担 

（乙市が甲市のＣ事

務を代替執行により

処理する） 

事務処理の役割分担 

（乙市が甲市のＤ事

務を請負契約により

処理する） 

事務処理の役割分担 

（乙市が乙市のＥ事

務を条例を制定して

処理する） 

具
体
的
な 

事
務
の
根
拠 

基
本
的
な
役
割
分
担 

（
連
携
協
約
） 
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 地方自治法の規定では、広域行政の手続として、関係地方公共団体間の協議（４）及

びその前段としての議決（３）を義務付けています。 

 ここで予定されている順序は「議決 → 協議」ですが、協議内容について議会の議決

を経るためには、その内容が事前に定められている必要があります。このため関係地方

公共団体が事前に協議を行っておくことが必要であり、これを法定上のものと区別して

「事実上の協議」と称しています。 

 「事実上の協議」で協議する内容は、組織の基本的な性格、構成、運営方針、経費支

弁の方法等のすべての事項に及びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「事実上の協議」においてすべての事項の調整を完了し、関係地方公共団体の首

長までの事前の意思決定をしておく必要があります。また、関係地方公共団体の議会で

の説明内容に不整合が生じないよう、この段階で十分に調整を行っておくことが必要で

す（本手引には制度別に規約の例を添付していますので、参考にしてください）。 

 

 

 

 許可権者は、県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては県知事

です。 

許可権者は妥当性（住民の福祉の増進、効率性等）、適法性（議決、手続等）の観点

から判断します。このため、「事実上の協議」と並行して、許可権者に対しても事前に

説明の上、スケジュールや関連書類の内容等に関して調整・確認を行ってください（県

知事に対する協議は企画財政部地域政策課で所管しています）。 

 なお、新たに制度を導入する際には、効率的な広域行政を進める観点から、事務の委

託等のより簡素な制度の活用をお勧めします。また、一部事務組合の制度を活用する際

には新設ではなく、既存の一部事務組合の活用（組合の統合や複合化、処理する事務の

拡大等）をお勧めします。 

 

 ○ 事前に調整を図っておくべき事項の例 

   ・ 規約案、その解釈 

   ・ 運用方針等の整理 

   ・ 中長期的な事業計画 

   ・ 経費の負担割合の考え方 

   ・ 組合運営に必要な諸手続 

   ・ 各構成団体による必要な諸手続 

（１）関係地方公共団体間の事実上の協議 

（２）許可権者との連絡・調整 
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 （１）において事前調整された規約案等の内容は、法定上の協議（４）の前に、関係

地方公共団体の議会に付し、議決を得る必要があります。 

 議案の提出権は長に専属します。これは、法が、事務の共同処理に係る手続について

は関係地方公共団体の代表者たる長が協議に当たることを規定しており、協議を行う前

提条件として議会の議決を位置付けているからです。 

 議会には議案の修正権はありません。このため、協議内容に一部でも不服がある場合

は、議案は否決されることになります。 

 このように、議会の議決は条例案の場合などと比較すると裁量の余地は狭いのですが、

議決が得られない場合、当該協議は不調に終わることになるため、その位置付けは極め

て重要です（本手引には制度別に議案の例〔留意事項を含む〕を添付していますので、

参考にしてください）。 

 

 

 

 関係地方公共団体の議会で議決が得られた後には「法定上の協議」を行います。 

 長は、議決の内容と異なった協議をすることはできません。このため、実際には、議

決前に関係地方公共団体間で「事実上の協議」（１）を行う必要があり、この協議内容

が重要な意味を持つことになります。 

 しかし、「事実上の協議」は「法定上の協議」ではありませんので、関係地方公共団

体は、議決後、必ず法定上の協議を行わなければなりません。 

 協議が調った際には、関係地方公共団体の長の連名による「協議書」を作成しておく

のが適当です。この場合、必要枚数を作成してそれぞれが保有するか、写しを保有する

ことで、後日、協議の事実が確認できるようにしておくことが大切です（本手引には制

度別に協議書の例〔留意事項を含む〕を添付していますので、参考にしてください）。 

 

 

 

 連携協約、協議会、機関等の共同設置、事務の委託、事務の代替執行に係る手続には、

地方自治法上、協議の内容（設置・規約変更・廃止）及び規約を「告示」する旨が定め

られています。 

一部事務組合、広域連合に係る手続については告示の定めはありませんが、住民に周

知するためにも告示行為を行うことが望ましいとされています。特に、住民生活に密着

する事務については、広報・回覧等により周知徹底を図ることも重要です（本手引には

協議会に係る告示の例〔留意事項を含む〕を添付していますので、参考にしてください。

なお、連携協約、機関等の共同設置、事務の委託、事務の代替執行についても概ね同様

となりますので、これを準用して作成してください〔根拠条文が異なる点に御注意くだ

さい〕）。 

（３）関係地方公共団体の議会の議決 

（５）協議事項及び規約の告示 

（４）協議（法定上の協議） 
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 広域行政の手続は、その制度及び内容により、「許可」を要するものと「届出」を要

するものに分かれています。 

連携協約、協議会、機関等の共同設置、事務の委託、事務の代替執行に係る手続はす

べて「届出」となります。 

一部事務組合及び広域連合に係る手続は「許可」を要します。ただし、一部事務組合

及び広域連合の規約変更のうち「名称変更」「事務所の位置」「経費の支弁方法」のみ

に係る変更、一部事務組合の解散は「許可」を要さず「届出」で足ります。 

 

一部事務組合・広域連合の構成団体の数の増減、事務の変更、規約変更に係る許可申

請又は届出は、構成団体の長の連名で行いますが、組合管理者（連合長）においても行

うことができます。この場合、本県では「法定上の協議」の事実を確認するため、協議

の成立した旨を証する書類を添付書類として提出することとしています（構成団体の長

の連名による許可申請の場合は添付を省略できます）。 

また、協議会、事務の委託等、手続に告示を要するものについては、届出書に告示の

写しを添付してください（本手引には制度別に届出書・許可申請書の例〔留意事項を含

む〕を添付していますので、参考にしてください）。 

   

許可事項に係る規約変更を行った場合の効力発生時期は、規約に施行日の規定がある

場合には当該施行日に、規定がない場合は許可日となります。 

 届出事項に係る規約変更等を行った場合の効力発生時期は、規約に施行日の規定があ

れば当該施行日となりますが、規定がない場合は「協議の調った日」とする考え方があ

る一方、「届出日」とする考え方もあります。このため、あらかじめ規約に施行日を定

めておくことをお勧めします。 

   

県に許可申請した日から許可までに要する期間（標準処理期間）は「都道府県の加入

しない一部事務組合等の設置等の許可の基準及び標準処理期間について」（平成２４年

３月２６日付地政第４６０号埼玉県企画財政部長通知）により、２２日（埼玉県の休日

を定める条例〔平成元年３月２９日条例第３号〕に定める県の休日※を除く）となって

います【Ｐ２４・２５参照】。 

このため、許可申請を行う場合には、あらかじめ県の担当者と調整の上、期間に余裕

を持って申請してください。また、届出を行う場合には、議会の議決や法定上の協議な

ど所定の手続を行った後、速やかに届出してください（できる限り施行日前に届出をし

てください）。 

 
※ 日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日、１２月２９日から翌年の１月３日までの日 

  

（６）許可権者への申請（ 届出 ） 
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【 図表 】広域行政の制度別に見る手続の内容・種類等 
 

制度の種類 内  容 
手続の
種類 

許可申請・ 

届出者 
許可権者・

届出先 

告 示 
（公 表） 

根拠条文 
(地方自治法) 

連携協約 

締結 

届出 

関係地方公

共団体の長

（以下「長」

という）の

連名 

・都道府県
が加入す
るもの 
総務大臣  

 
・都道府県
が加入し
ないもの 
 知 事  

関係地方
公共団体
における
告示を要
する。 

§252-2 
 ①～④ 連携協約の変更 

廃止 

協議会 

 

機関等の

共同設置 

設置 
(協議会) 
§252-2-2 
 ①～③ 
§252-6 
§252-6-2 
( 機関等の共
同設置) 
§252-7 
 ①～③ 
§252-7-2 

構成団体の数の増減 

規約の変更 

廃止 

事務の委託 

 

事務の代替

執行 

設置 (事務の委託) 
§252-14 
 ①～③ 
( 事務の代替
執行) 
§252-16-2 

委託（代替執行）事務の変更 

廃止 

一部事務 

組合 

設置 

許可 

・都道府県
が加入す
るもの 
総務大臣  

 
・都道府県
が加入し
ないもの 
 知 事   

 

・市町村が
組織する
組合で数
都道府県
にわたる
もの 
総務大臣 

関係地方
公共団体
における
告示は不
要 
（周知の
ため告示
すること
が望まし
い） 
 
（注） 

§284 
§286 
§286-2 
§288 
§290 

構成団体の数の増減 

長の連名 

(組合管理者) 

共同処理する事務の変更 

規約の
変更 

組合の名称、事務所
の位置、経費の支弁
の方法 

届出 

上記以外 許可 

解散 届出 
長の連名 

広域連合 

設置 
許可 

§284 
§291-2 
§291-3 
§291-10 
§291-11 

構成団体の数の増減 

長の連名 

（広域連合長） 

広域処
理する
事務の
変更 

§291-2①②によ
り広域連合が新たに
事務を処理すること
とされたとき 

届出 

上記以外 許可 

規約の 
変更 

事務所の位置、経費
の支弁の方法 届出 

上記以外 

許可 
解散 長の連名 

（注）広域連合の構成団体の数の増減・広域処理する事務の変更・規約変更・解散にあっては、知事は許可し又は届出を受理したときはその旨

を公表・総務大臣へ報告しなければならない。また、総務大臣は許可し又は届出を受理したときはその旨を告示しなければならない。 
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広域行政の手続は、すべての構成団体の議会の議決を経た協議が調うことが原則です

が、地方自治法の改正（平成２５年３月施行）により、協議会、機関等の共同設置、一

部事務組合から脱退しようとするとき、一定の予告期間を置くことで、脱退しようとす

る地方公共団体の意思のみにより脱退できることとされました（第２５２条の６の２、

第２５２条の７の２、第２８６条の２）。 

連携協約、事務の委託、事務の代替執行、広域連合はこの特例の対象外です。 

脱退の予告は、脱退しようとする地方公共団体が、その議会の議決を経て、脱退する

日の２年前までに他のすべての構成団体に書面で予告することが必要です。脱退の予告

を受けた構成団体は、予告をした団体が脱退するときまでに、脱退により必要となる規

約の変更をしなければなりません。 

 

【 図表 】脱退の予告のイメージ 

 

 

 

 

  

（７）脱退手続の特例 
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都道府県の加入しない一部事務組合等の設置等の許可の基準及び標準処理期間について【抜粋】 

 

● 一部事務組合等の許可の基準 

 

知事は、一部事務組合等の設置等について、次に掲げる事由のいずれかに該当すると認める場合

を除き、許可等を行うものとする。 

 

第１ 組合の設置の許可の基準 

１ 一部事務組合の設置の許可（地方自治法（以下「法」という。別紙２において同じ。）第

２８４条第２項関係） 

① 法に定められた手続により申請されていないこと。 

② 規約の内容が違法であること。 

③ 住民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、共同処理することが著しく不適

当であると認められる事務を処理するものであること。 

２ 広域連合の設置の許可（法第２８４条第３項関係） 

① 法に定められた手続により申請されていないこと。 

② 規約の内容が違法であること。 

③ 住民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、広域にわたり処理することが著

しく不適当であると認められる事務を処理するものであること。 

 

第２ 組合を組織する地方公共団体の数の増減の許可の基準 

一部事務組合を組織する地方公共団体の数の増減の許可（法第２８６条第１項関係）、広域

連合を組織する地方公共団体の数の増減の許可（法第２９１条の３第１項関係） 

① 法に定められた手続により申請されていないこと。 

② 住民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、組合を組織する地方公共団体の

数を増減することが著しく不適当であると認められること。 

 

第３ 組合が処理する事務の変更の許可の基準 

一部事務組合が共同処理する事務の変更の許可（法第２８６条第１項関係）、広域連合が処

理する事務の変更の許可（法第２９１条の３第１項関係） 

① 法に定められた手続により申請されていないこと。 

② 住民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、処理する事務の変更が著しく不

適当であると認められること。 

 

第４ 組合の規約の変更の許可の基準 

一部事務組合の規約の変更の許可（法第２８６条第１項関係）、広域連合の規約の変更の許

可（法第２９１条の３第１項関係） 

① 法に定められた手続により申請されていないこと。 

② 住民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、規約の変更が著しく不適当であ

ると認められること。 

 

第５ 組合の解散の許可の基準 

広域連合の解散の許可（法第２９１条の１０第１項関係） 

① 法に定められた手続により申請されていないこと。 

② 住民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、組合の解散が著しく不適当であ

ると認められること。 
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● 一部事務組合等の設置等の許可に係る標準処理期間 

 

第１ 組合の設置の許可（以下に掲げるもの）に係る標準処理期間 

１ 一部事務組合の設置の許可（法第２８４条第２項関係） 

２ 広域連合の設置の許可（法第２８４条第３項関係） 

 ２２日（埼玉県の休日を定める条例〔平成元年３月２９日条例第３号〕に定める県の休日を除く。以下同じ） 

 

第２ 組合を組織する地方公共団体の数の増減の許可（以下に掲げるもの）に係る標準処理期間 

１ 一部事務組合を組織する地方公共団体の数の増減の許可（法第２８６条第１項関係） 

２ 広域連合を組織する地方公共団体の数の増減の許可（法第２９１条の３第１項関係） 

 ２２日 

 

第３ 組合が処理する事務の変更の許可（以下に掲げるもの）に係る標準処理期間 

１ 一部事務組合が共同処理する事務の変更の許可（法第２８６条第１項関係） 

２ 広域連合が処理する事務の変更の許可（法第２９１条の３第１項関係） 

 ２２日 

 

第４ 組合の規約の変更の許可（以下に掲げるもの）に係る標準処理期間 

１ 一部事務組合の規約の変更の許可（法第２８６条第１項関係） 

２ 広域連合の規約の変更の許可（法第２９１条の３第１項関係） 

 ２２日 

 

第５ 組合の解散の許可（以下に掲げるもの）に係る標準処理期間 

 広域連合の解散の許可（法第２９１条の１０第１項関係） 

 ２２日 
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第３章 

書 式 例 
 

 

１ 協議会〔注１〕 
（１）規約例【例１】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 
（２）議案例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ 

① 設置【例２】／ ② 構成団体の数の増加及び規約の変更【例３】／ ③ 廃止【例４】 
（３）協議書例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８ 

① 設置【例５】／ ② 構成団体の数の増加及び規約の変更【例６】／ ③ 廃止【例７】 
（４）告示例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１ 

① 設置【例８】／ ② 構成団体の数の増加及び規約の変更【例９】／ ③ 廃止【例 10】 
（５）届出書例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 

① 設置【例 11】／ ② 構成団体の数の増加及び規約の変更【例 12】／ ③ 廃止【例 13】 
 

２ 機関等の共同設置 
（１）規約例【例 14①～⑤】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７ 
（２）議案例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９ 

① 設置【例 15】／ ② 構成団体の数の増加及び規約の変更【例 16】／ ③ 廃止【例 17】 
（３）協議書例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３ 

① 設置【例 18】／ ② 構成団体の数の増加及び規約の変更【例 19】／ ③ 廃止【例 20】 
（４）届出書例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６ 

① 設置【例 21】／ ② 構成団体の数の増加及び規約の変更【例 22】／ ③ 廃止【例 23】 
 

３ 事務の委託〔注２〕 
（１）規約例【例 24】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９ 
（２）議案例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１ 

① 委託の開始【例 25】／ ② 事務の変更【例 26】／ ③ 廃止【例 27】 
（３）協議書例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７５ 

① 委託の開始【例 28】／ ② 事務の変更【例 29】／ ③ 廃止【例 30】 
（４）届出書例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８ 

① 委託の開始【例 31】／ ② 事務の変更【例 32】／ ③ 廃止【例 33】 
 

４ 一部事務組合〔注３〕 
（１）規約例【例 34①～②】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８１ 
（２）議案例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５ 

① 設立【例 35】／ ② 共同処理する事務の変更及び規約の変更【例 36】 
／ ③ 構成団体の数の減少及び規約の変更【例 37】／ ④ 解散【例 38】／ ⑤ 財産処分【例 3９】 

（３）協議書例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９１ 
① 設立【例 40】／ ② 共同処理する事務の変更及び規約の変更【例 41】 
／ ③ 構成団体の数の減少及び規約の変更【例 42】／ ④ 解散【例 43】／ ⑤ 財産処分【例 44】 

（４）許可申請書例（「解散」については届出書例） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９６ 
① 設立【例 45】／ ② 共同処理する事務の変更及び規約の変更【例 46】 
／ ③ 構成団体の数の減少及び規約の変更【例 47】／ ④ 解散【例 48】 
 

 

 

 

 

 

〔注１〕告示例は「協議会」についてのみ示しています。他の制度については「協議会」のものを準用して
ください（根拠条文が異なる点に御注意ください）。 

〔注２〕「連携協約」「事務の代替執行」の議案、協議書、届出書の書式例は「事務の委託」のものを準用し
てください（根拠条文が異なる点に御注意ください）。 

〔注３〕地方公共団体の組合に係る書式例は「一部事務組合」についてのみ示しています。「広域連合」に
ついては、「一部事務組合」のものを準用してください（根拠条文が異なる点に御注意ください）。 

KOBATON 
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【規約（協議会）】 

（『逐条地方自治法 第８次改訂版』松本英昭著 学陽書房 から） 

 

協議会の規約例 

 

甲市（町村）外何ヶ市（町村）何々協議会規約 

[甲市（町村）乙市（町村）及び丙市（町村）何々協議会規約] 

 

第一章 総 則 

 （協議会の目的） 

第一条 この協議会（以下｢協議会｣という。）は、（何々を図るため）何々に関する事務を

共同して管理し及び執行することを目的とする。 

[第一条 この協議会（以下｢協議会｣という。）は、（何々を図るため）何々に関する事務

の管理及び執行について各関係市（町村）が相互に連絡調整を図ることを目的とする。] 

[第一条 この協議会（以下｢協議会｣という。）は、広域にわたる総合的な計画を共同して

作成することを目的とする。] 

 （協議会の名称） 

第二条 協議会は、甲市（町村）外何々市（町村）何々協議会という。 

[第二条 協議会は、甲市（町村）、乙市（町村）及び丙市（町村）何々協議会という。] 

 （協議会を設ける市（町村）） 

第三条 協議会は、左に掲げる市（町村）（以下｢関係市（町村）｣という。）が、これを設

ける。 

 一 甲市（町村） 

 二 乙市（町村） 

 三 丙市（町村） 

[第三条 協議会は、甲市（町村）、乙市（町村）及び丙市（町村）（以下｢関係市（町村）｣ 

という。）が、これを設ける。] 

 （協議会の担任する事務） 

第四条 協議会は、次に掲げる事務を管理し及び執行する。（次に掲げる事務の管理及び執

行について連絡調整を図る。第三条に掲げる市（町村）にかかる広域にわたる総合的な

計画を共同して作成する。） 

 一 何々に関する事務 

 二 何々に関する事務 

 

例１ 
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 （協議会の事務所） 

第五条 協議会の事務所は、何県何市（町村）何町何番地何々市役所（町村役場）内に置

く。 

第二章 協議会の組織 

 （組織） 

第六条 協議会は、会長及び委員何人をもつてこれを組織する。 

 （会長） 

第七条 会長は、関係市（町村）長（何々委員会）（何々委員）が、その協議により、関係

市（町村）長（何々委員会）（何々委員）の補助機関たる職員のうちから、これを選任す

る。 

[会長は、関係市（町村）長（何々委員会）（何々委員）が協議して定めた市（町村）

長（何々委員会の委員長）（何々委員中何々の委員）をもつて、これに充てる。] 

２ 会長の任期は、何年とする。 

３ 会長は、常勤（非常勤）とする。 

４ 関係市（町村）長（何々委員会）（何々委員）は、会長が心身の故障のため、職務の遂

行に堪えないと認めるとき、又は会長に職務上の義務違反その他会長たるに適しない非

行があると認めるときは、その協議により、任期中においてもこれを解任することがで

きる。 

 （委員） 

第八条 委員は、関係市（町村）長（何々委員会）（何々委員）が、その協議により、関係

市（町村）の長（何々委員会）（何々委員）の補助機関たる職員のうちから、これを選任

する。 

[委員は、各関係市（町村）長（何々委員会）（何々委員）が、それぞれの補助機関た

る職員のうちから、これを選任する。] 

[委員は、各関係市（町村）長（何々委員会の委員長）（何々委員中何々委員）をもつ

て、これに充てる。] 

２ 委員の任期は、何年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、常勤（非常勤）とする。（委員中何々の委員は常勤とし、何々の委員は非常勤

とする。） 

４ 前条第四項の規定は、委員にこれを準用する。この場合においては、予め、会長の同

意を得なければならない。 

 （会長の職務代理） 

第九条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が予め指定した委員が会長

の職務を代理する。 

 （職員） 

第十条 協議会の担任する事務に従事する職員（以下｢職員｣という。）の定数及び当該定数
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の各関係市（町村）別の配分については、関係市（町村）長（何々委員会）（何々委員）

が協議により、これを定める。 

２ 各関係市（町村）長（何々委員会）（何々委員）は、前項の規定により配分された定数

の職員を、それぞれ当該市（町村）の何々の職員のうちから、選任するものとする。 

[２ 会長は、関係市（町村）の何々の職員のうちから、当該市（町村）長（何々委員会）

（何々委員）の同意を得て、前項の職員を選任するものとする。] 

３ 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職

務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、その解任を求め

ることができる。（これを解任することができる。） 

 （職員の職務） 

[第十一条 会長は、職員のうちから主任の者（以下｢事務長｣という。）を定めなければな

らない。 

２ 事務長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。 

３ 事務長以外の職員は、上司の指揮を受け協議会の事務に従事する。] 

 （事務処理のための組織） 

第十二条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設

けることができる。 

第三章 協議会の会議 

 （協議会の会議） 

第十三条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定す

る。 

 （会議の招集） 

第十四条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。 

２ 委員何人以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければ

ならない。 

３ 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長が予めこれを委員

（及び関係市（町村）長）に通知しなければならない。 

 （会議の運営） 

第十五条 協議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことがで

きない。 

２ 会長は、協議会の会議の議長となる。 

３ 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。 

 （幹事会） 

第十六条 協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項以外の事項で協議会の会議

で定めるものを処理するため、協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、会長及び委員の互選により定めた者何人をもつてこれを組織する。 



３０ 
 

[２ 幹事会は、会長及び常勤の委員をもつてこれを組織する。] 

３ 幹事会の議事その他幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

第四章 協議会の担任する事務の管理及び執行 

（各関係市（町村）（各関係市（町村）長（何々委員会）（何々委員））の名

においてする事務の管理及び執行） 

第十七条 協議会がその担任する事務を各関係市（町村）（各関係市（町村）長（何々委員  

会）（何々委員））の名において管理し及び執行する場合においては、関係市（町村）の

協議により、協議会は、一の市（町村）の当該事務に関する条例、規則その他の規程（以

下本条中｢条例、規則等｣という。）を各関係市（町村）の当該事務に関する条例、規則等

とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し及び執行することができる。 

２ 前項の一の市（町村）以外の関係市（町村）長は、同項の協議が整つたときは、直ち

にその旨を公表しなければならない。この場合、当該条例、規則等について公表を要す

るものがあるときは、併せてこれを公表するものとする。 

３ 第一項の条例、規則等を改廃しようとする場合においては、予め当該市（町村）は、

関係市（町村）に協議しなければならない。 

４ 第一項の条例、規則等が改廃された場合においては、当該市（町村）長は、その旨を

関係市（町村）の長及び協議会の会長に通知するものとし、関係市（町村）長は、当該

条例、規則等について公表を要するものがあるときは、直ちにこれを公表するものとす

る。 

[第十七条 協議会が、その担任する事務を各関係市（町村）（各関係市（町村）の長（何々

委員会）（何々委員））の名において管理し及び執行する場合においては、協議会は、

当該事務を各関係市（町村）の当該事務に関する条例、規則その他の規程の定めると

ころにより管理し及び執行するものとする。 

２ 前項の条例、規則その他の規程を改廃しようとする場合及び改廃した場合において

は、当該市（町村）長（何々委員会）（何々委員）は、その旨を協議会の会長に通知し

なければならない。] 

第五章 協議会の財務 

 （経費の支弁の方法） 

第十八条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、各関係市（町村）が負担する。 

２ 前項の規定により各関係市（町村）が負担すべき額は、各関係市（町村）長が遅くと

も年度開始前何日までにその協議により決定しなければならない。この場合においては、

各関係市（町村）長は、予め協議会に、協議会が要する経費の見積に関する書類（事業

計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。）を求めるものとする。 

３ 各関係市（町村）は、前項の規定による負担金を、年度開始後直ちに（毎四半期の始

十日以内に）協議会に交付しなければならない。 

[３ 前項の規定により各関係市（町村）が負担すべき額のうち、協議会に交付すべきも
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のについては、各関係市（町村）は、これを年度開始後直ちに（毎四半期の始十日以

内に）協議会に交付しなければならない。] 

 （歳入歳出予算） 

第十九条 協議会の歳入歳出予算は、前条第三項の規定により交付される負担金及び繰越

金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費を

その歳出とするものとする。 

[第十九条 協議会の歳入歳出予算は、前条第三項の規定により交付される負担金及び繰

越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要する費用のうち

次に掲げるものをその歳出とするものとする。 

一 旅費 

二 需用費 

三 役務費 

四 何々 

２ 前項の規定により協議会の歳入歳出予算に計上するものを除く外、協議会の事務の

管理及び執行に要する費用は、各関係市（町村）の歳入歳出予算に計上し、会長が各

関係市（町村）長の支出命令権の委任を受けて当該歳入歳出予算を執行するものとす

る。] 

 （歳入歳出予算の調製等） 

第二十条 協議会の会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に協議会の会

議を経なければならない。 

２ 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。 

３ 第一項の規定により歳入歳出予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該歳入歳

出予算の写しを速やかに各関係市（町村）に送付しなければならない。この場合におい

ては、会長は、当該歳入歳出予算の実施計画、当該年度の事業計画その他財政計画の参

考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。 

 （予算の補正） 

第二十一条 関係市（町村）長は、協議会に係る既定予算の補正更正を必要と認める場合

においては、その協議により当該既定予算の補正更正すべき額を決定する。 

２ 協議会は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認めるときは、その旨を関係市（町

村）長に申し出るものとする。 

３ 前項の申出があつたときは、関係市（町村）長は、直ちに第一項の協議をしなければ

ならない。 

４ 第一項の規定により関係市（町村）長が協議会に係る既定予算の補正すべき額を決定

したときは、前三条の規定の例により、これを行うものとする。この場合においては、

第十八条第二項中｢前項の規定により｣とあるのは｢協議会に係る既定予算の補正のため｣、

｢遅くとも年度開始前何日までに｣とあるのは｢すみやかに｣、同条第三項中｢年度開始後直
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ちに（毎四半期の始十日以内に）｣とあるのは｢直ちに｣、第二十条第一項中｢毎会計年度

歳入歳出予算を調製し、年度開始前に｣とあるのは｢補正予算を調製し、すみやかに｣と読

み替えるものとする。 

 （出納及び現金の保管） 

第二十二条 協議会の出納は、会長が行う。 

２ 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関に、

これを預け入れなければならない。 

 （協議会出納員） 

第二十三条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。 

２ 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。 

３ 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。 

 （決算等） 

第二十四条 会長は、毎会計年度終了後二月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議

の認定を経なければならない。 

２ 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写し

をすみやかに各関係市（町村）長に送付しなければならない。この場合においては、会

長は、証書類の写し、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければな

らない。 

 （財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法） 

第二十五条 協議会の担任する事務の用に供する財産又は公の施設に関しては、会長の意

見を聴き、各関係市（町村）が協議してそれぞれ取得し若しくは処分し、又は設置し若

しくは処分するものとし、当該財産又は公の施設の管理は、協議会がこれを行う。 

２ 協議会は、前項の財産又は公の施設を管理する場合においては、各関係市（町村）が

協議して定める市（町村）の当該管理に関する条例、規則その他の規程を各関係市（町

村）の当該管理に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該管理を、その定める

ところにより行うものとする。この場合においては、第十七条第二項から第四項までの

規定を準用する。 

[２ 協議会は、前項の財産又は公の施設を管理する場合においては、当該管理を各関係

市（町村）の当該管理に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより行うも

のとする。この場合においては、第十七条第二項の規定を準用する。] 

３ 協議会の予算の執行に伴う財産の取得及び処分並びにこれらの管理に関しては、前二

項の規定にかかわらず、関係市（町村）長が協議して定めるものを除いては、協議会が

定めるところによりこれを行うものとする。 

 （契約） 

第二十六条 協議会の予算の執行に伴う契約で協議会の規程で定めるものについては、会

長は、協議会の会議を経なければ、これを締結することができない。
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 （その他の財務に関する事項） 

第二十七条 この規約に特別の定があるものを除く外、協議会の財務に関しては、地方自

治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。 

第六章 補 則 

 （事務処理の状況の報告等） 

第二十八条 協議会は、毎会計年度少なくとも二回以上、協議会の管理し及び執行した事 

務の処理の状況を記載した書類を各関係市（町村）長（何々委員会）（何々委員）に提出

するものとする。 

２ 各関係市（町村）長(何々委員会)（何々委員）が協議して定める市（町村）の監査委

員は、毎月例日を定め、協議会の出納を検査することができる。この場合においては、

監査委員は、監査の結果に関する報告を他の市（町村）長に提出しなければならない。 

 （各関係市（町村）長（何々委員会）（何々委員）の監視権） 

第二十九条 各関係市（町村）長（何々委員会）（何々委員）は、必要があると認めるとき

は、協議会の管理し及び執行した事務について報告をさせ又は実施について事務を視察 

し若しくは出納を検閲することができる。 

 （費用弁償等） 

第三十条 会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けるこ

とができる。 

２ 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、規程でこれを定める。 

 （協議会解散の場合の措置） 

第三十一条 協議会が解散した場合においては、各関係市（町村）がその協議によりその

事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもつて打切り、会

長であつた者がこれを決算する。 

２ 前項の規定による決算は、事務を承継した各関係市（町村）長においてこれを監査委

員の審査に付し、その意見を附けて議会の認定に付さなければならない。 

 （協議会の規程） 

第三十二条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除く外、協議会の担任す

る事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。 

２ 前項の規程のうち公表を要するものがあるときは、会長は直ちに各関係市（町村）長

（何々委員会）（何々委員）に当該規程を送付し、これを公表することを求めることがで

きる。 

附 則 

１ この規約は、平成何年何月何日から施行する。 

２ 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第十八条第二項中｢遅くとも年度開始前何

日までに｣とあるのは｢すみやかに｣、同条第三項中｢年度開始後直ちに（毎四半期の始十

日以内に）｣とあるのは｢直ちに｣、第二十条第一項中｢年度開始前に｣とあるのは｢すみや

かに｣と読み替えるものとする。 
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議案第   号 

 

○○協議会の設置について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２の２第１項の規定により、平成×

×年××月××日から、◎◎市及び□□町において、別紙の規約により○○協議会を設置す

ることについて議決を求める。 

 

平成  年  月  日提出 

 ◎◎市長（又は☐☐町長）  氏  名  

 

 

 提 案 理 由 

 ◎◎市及び□□町において○○協議会を設置することについて協議したいので、地方自治

法第２５２条の２の２第３項の規定により、この案を提出するものである。 

規約を添付する。 

議案の書式・文言は、原則として、

各団体とも同一とする。 

例２ 
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【従前から協議会に加入している団体の議案】 

議案第   号 

 

○○協議会を設置する地方公共団体の数の増加及び規約の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定により、平成××年××月

××日から、◎◎市及び□□町において設置する○○協議会に△△市が加入し、同協議会規

約を以下のとおり変更することについて議決を求める。 

 

平成  年  月  日提出 

◎◎市長（又は☐☐町長）  氏  名 

 

 

○○協議会規約の一部を変更する規約 

 

○○協議会規約の一部を次のように変更する。 

第●条中「◎◎市」の次に「、△△市」を加える。 

  附 則 

この規約は、平成××年××月××日から施行する。 

 

 

 提 案 理 由 

 ◎◎市及び□□町において設置する○○協議会に△△市が加入し、同協議会規約を変更す

ることについて協議したいので、地方自治法第２５２条の６の規定により、この案を提出す

るものである。 

 

変更規約部分の書式・文言は各団体とも

同一とする。 

別紙としてもよい。 

議案の書式・文言は、原則として、

各団体とも同一とする。 

数の増加により影響を受ける規約中の他の関

連条文もすべて変更する。 

例３ 
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【新たに協議会に加入する団体の議案】 

議案第   号 

 

○○協議会への加入について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定により、平成××年××月

××日から、別紙の規約により、◎◎市及び□□町において設置する○○協議会に△△市が

加入することについて議決を求める。 

 

平成  年  月  日提出 

       △△市長  氏  名  

 

 

 提 案 理 由 

 ◎◎市及び□□町において設置する○○協議会に△△市が加入することについて協議した

いので、地方自治法第２５２条の６の規定により、この案を提出するものである。 

規約（全文）を添付する。 
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議案第   号 

 

○○協議会の廃止について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定により、平成××年××月

××日をもって、○○協議会を廃止することについて議決を求める。 

 

平成  年  月  日提出 

◎◎市長（又は△△市長、□□町長） 氏  名  

 

 

 提 案 理 由 

 ◎◎市、△△市及び□□町において設置する○○協議会を廃止することについて協議した

いので、地方自治法第２５２条の６の規定により、この案を提出するものである。 

規約は不要。 

議案の書式・文言は、原則として、

各団体とも同一とする。 

例４ 
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○○協議会の設置に関する協議書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２の２第１項の規定により、平成×

×年××月××日から、◎◎市及び□□町において、別紙の規約により○○協議会を設置す

ることについて協議する。 

 

平成  年  月  日 

 

     ◎◎市長  氏  名 印  

                           □□町長  氏  名 印  

 

 

協議書は必要枚数を作成するか写しを作成してそれぞれ所有しておくことが望ましい。 

規約を添付する。 

例５ 
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○○協議会を設置する地方公共団体の数の増加及び規約の変更に関する協議書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定により、平成××年××月

××日から、◎◎市及び□□町において設置する○○協議会に△△市が加入し、同協議会規

約を以下のとおり変更することについて協議する。 

 

平成  年  月  日 

     ◎◎市長  氏  名 印 

     △△市長  氏  名 印 

     □□町長  氏  名 印 

 

 

○○協議会規約の一部を変更する規約 

 

○○協議会規約の一部を次のように変更する。 

第●条中「◎◎市」の次に「、△△市」を加える。 

  附 則 

この規約は、平成××年××月××日から施行する。 

協議書は必要枚数を作成するか写しを作成してそれぞれ所有しておくことが望ましい。 

別紙としてもよい。 

数の増加により影響を受ける

規約中の他の関連条文もすべ

て変更する。 

例６ 
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○○協議会の廃止に関する協議書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定により、平成××年××月

××日をもって、○○協議会を廃止することについて協議する。 

 

平成  年  月  日 

 

     ◎◎市長  氏  名 印 

     △△市長  氏  名 印 

     □□町長  氏  名 印 

・規約は不要。 

・協議書は必要枚数を作成するか写しを作成してそれぞれ所有しておくことが望ましい。 

例７ 
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◎◎市（又は□□町）告示第   号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２の２第１項の規定により、平成×

×年××月××日から、◎◎市及び□□町において、別紙の規約により○○協議会を設置す

ることとしたので告示する。 

 

平成  年  月  日 

 

◎◎市長（又は□□町長）  氏  名 

 

 

規約を添付する。 

例８ 
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◎◎市（又は△△市、□□町）告示第   号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定により、平成××年××

月××日から、◎◎市及び□□町において設置する○○協議会に△△市が加入し、同協議会

規約を以下のとおり変更することとしたので告示する。 

 

平成  年  月  日 

 

◎◎市長（又は△△市長、□□町長）  氏  名 

 

 

○○協議会規約の一部を変更する規約 

 

 ○○協議会規約の一部を次のように変更する。 

 第●条中「◎◎市」の次に「、△△市」を加える。 

   附 則 

 この規約は、平成××年××月××日から施行する。 

別紙としてもよい。 

例９ 
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◎◎市（又は△△市、□□町）告示第   号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定により、平成××年××月

××日をもって、○○協議会を廃止することとしたので告示する。 

 

平成  年  月  日 

 

◎◎市長（又は△△市長、□□町長）  氏  名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

例１０ 
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◎ 総 第     号 
    □ 総 第     号 
    平成  年  月  日 

 

（宛先） 

 埼 玉 県 知 事  

 

 

  ◎◎市長  氏  名 印  

                        □□町長  氏  名 印  

 

 

○○協議会の設置について（届出） 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２の２第１項の規定により、

◎◎市及び□□町において○○協議会を設置したので、下記書類を添えて届け出ます。 

 

記 

 

 １ 届出理由  別紙理由書のとおり 

 ２ 規約 

 ３ 協議書（写） 

 ４ 議決書（写） 

 ５ 告示書（写） 

 

届出日は協議日以降

となる。 

協議会を設置した理由・経緯につ

いて、わかりやすく記載する。 

原本証明を付すこと（複数枚にわた

る場合は割印を押印のこと）。 

例１１ 
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    ◎ 総 第     号 
    △ 総 第     号 
    □ 総 第     号 
    平成  年  月  日 

 

（宛先） 

 埼 玉 県 知 事  

 

 

  ◎◎市長  氏  名 印 

  △△市長  氏  名 印 

  □□町長  氏  名 印 

 

 

○○協議会を設置する地方公共団体の数の増加及び 

規約の変更について（届出） 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定により、◎◎市及び

□□町において設置する○○協議会に△△市が加入し、同協議会規約を変更したので、

下記書類を添えて届け出ます。 

 

記 

 

 １ 届出理由  別紙理由書のとおり 

 ２ 新規約 

 ３ 新旧対照表 

 ４ 協議書（写） 

 ５ 議決書（写） 

 ６ 告示書（写） 

 

届出日は協議日以降

となる。 

協議会を設置する団体の数の増加及び規

約を変更した理由・経緯について、わか

りやすく記載する。 

原本証明を付すこと（複数枚にわた

る場合は割印を押印のこと）。 

例１２ 
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    ◎ 総 第     号 
    △ 総 第     号 
    □ 総 第     号 
    平成  年  月  日 

 

（宛先） 

 埼 玉 県 知 事 

 

 

  ◎◎市長  氏  名 印 

  △△市長  氏  名 印 

  □□町長  氏  名 印 

 

 

○○協議会の廃止について（届出） 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定により、○○協議会

を廃止したので、下記書類を添えて届け出ます。 

 

記 

 

 １ 届出理由  別紙理由書のとおり 

 ２ 規約 

 ３ 協議書（写） 

 ４ 議決書（写） 

 ５ 告示書（写） 

 

届出日は協議日以降

となる。 

協議会を廃止した理由・経緯につい

て、わかりやすく記載する。 

原本証明を付すこと（複数枚にわた

る場合は割印を押印のこと）。 

例１３ 
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【規約（機関等の共同設置）】 

（『逐条地方自治法 第８次改訂版』松本英昭著 学陽書房 から） 

 

① 「委員会若しくは委員」又は「職員」の共同設置の規約例 

 

甲市乙町丙村何々委員会（何々委員）（何々主事）共同設置規約 

 

（共同設置する市町村） 

第一条 甲市、乙町及び丙村（以下「関係市町村」という。）は、共同して何々委員会（何々

委員）（何々主事）を設置するものとする。 

 （名称） 

第二条 この何々委員会（何々委員）（何々主事）は、甲市乙町丙村何々委員会（何々委員）

（何々主事）（以下「何々委員会」「（何々委員）」「（何々主事）」という。）という。 

 （何々委員会（何々委員）（何々主事）の執務場所） 

第三条 何々委員会（何々委員）（何々主事）の執務場所は、何都（道府県）甲市何町何番

地甲市役所内とする。 

（何々委員会（何々委員）（何々主事）の選任方法） 

第四条 何々委員会の委員（及び補充員）は、甲市議会がこれを選挙するものとする。 

２ 甲市長は、前項の規定により選任された委員（及び補充員）の氏名及び経歴を、乙町

及び丙村（以下「関係町村」という。）の長に通知しなければならない。 

３ 甲市長は、委員（補充員）に欠員を生じこれに伴い後任者の選任を行つたときは、後

任委員（補充員）の氏名及び経歴を関係町村長に通知しなければならない。 

［第四条 何々委員会の委員（及び補充員）は、関係市町村長が協議により定めた候補者

何人について、甲市議会がこれを選挙するものとする。 

２ 前項の選挙を行う場合においては、甲市長は、予め候補者の経歴書を甲市議会に送

付しなければならない。 

３ 何々委員会の委員（何々委員会の委員の補充員）に欠員を生じたときは、甲市長は、

何日以内に、その旨を関係町村長に通知するとともに、関係町村長と協議して委員（補

充員）の候補者を定め、前二項の例により甲市議会は、これについて選挙を行うもの

とする。］ 

［第四条 何々委員会の委員（及び補充員）は、関係市町村長が協議により定めた候補者

何人について関係市町村の議会がこれを選挙するものとする。 

２ 前項の規定による選挙により、すべての関係市町村の議会において当選した者は、

何々委員会の委員（何々委員会の何々委員の補充員）として当選したものとする。 

例１４ 
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３ 第一項の規定による選挙を行つた結果、当選人がないとき、又は定数に足りないと

きは、前項の規定による当選人を除き、第一項の例により、再選挙を行わなければな

らない。 

４ 第一項又は前項の規定による選挙を行う場合においては、関係市町村長は、予め候

補者の経歴書を当該市町村の議会に送付しなければならない。 

５ 何々委員会の委員（及び補充員）は、甲市の職員とみなす。 

６ 何々委員会の委員（又は何々委員会の委員の補充員）に欠員を生じたときは、甲市

長は、何日以内に、その旨を関係町村長に通知するとともに、関係町村長と協議して

委員（補充員）の候補者を定め、第一項から第四項までの例により関係市町村議会は、

これについて選挙を行うものとする。］ 

［第四条 何々委員会の委員（何々委員）は、甲市長が、甲市議会の同意を得て選任する

ものとする。 

２ 甲市長は、前項の規定により選任された委員の氏名及び経歴を、関係町村長に通知

しなければならない。 

３ 甲市長は、委員に欠員を生じこれに伴い後任者の選任を行つたときは、当該後任委

員の氏名及び経歴を関係町村長に通知しなければならない。］ 

［第四条 何々委員会の委員（何々委員）は、関係市町村長が協議により定めた委員の候

補者について、甲市長が、甲市議会の同意を得て選任するものとする。 

２ 前項の規定により、甲市長が甲市議会の同意を得る場合においては、甲市長は、予

め候補者の経歴書を甲市議会に送付しなければならない。 

３ 第一項の規定による甲市議会の同意が得られないときは、関係市町村長は、再び協

議により、同意を得られなかつた候補者に代る候補者を定め、前二項の例により何々

委員会の委員（何々委員）を選任するものとする。 

４ 何々委員会の委員（何々委員）に欠員を生じたときは、甲市長は、何日以内に、そ

の旨を関係町村長に通知するとともに、前三項の例により、当該委員会の委員（何々

委員）を選任するものとする。］ 

［第四条 何々委員会の委員（何々委員）は、関係市町村長が協議により定めた委員の候

補者について、それぞれの関係市町村長が当該市町村の議会の同意を得た上、甲市長

が選任するものとする。 

２ 前項の規定により、それぞれの関係市町村長が当該市町村の議会の同意を得る場合

においては、それぞれの関係市町村長は、候補者の経歴書を当該市町村の議会に送付

しなければならない。 

３ 第一項の規定によるすべての関係市町村の議会の同意が得られないときは、関係市

町村長は、再び協議により、同意を得られなかつた候補者に代る候補者を定め、前二

項の例により、当該何々委員会の委員（何々委員）を選任するものとする。 

４ 何々委員会の委員（何々委員）に欠員を生じたときは、甲市長は、何日以内に、そ



４９ 
 

の旨を関係町村長に通知するとともに、前三項の例により、何々委員会の委員（何々

委員）を選任するものとする。］ 

［第四条 何々委員会の委員（何々委員）（何々主事）は、甲市長（甲市何々委員会）（甲

市何々委員）が、甲市長の事務を補助する職員の中から（甲市何々委員会の事務を補

助する職員の中から）（甲市何々委員の事務を補助する職員の中から）これを選任す

るものとする。 

２ 甲市長は、前項の規定により選任された委員（何々委員）（何々主事）の氏名及び

経歴を、関係町村長に通知しなければならない。 

３ 甲市長は、委員（何々委員）（何々主事）に欠員を生じ（が欠け）これに伴い後任

者を選任したときは、当該後任者の氏名及び経歴を関係町村長に通知しなければなら

ない。 

４ 何々主事の定数は、何人とする。］ 

［第四条 何々委員会の委員（何々委員）（何々主事）は、関係市町村長（何々委員会）（何々

委員）が協議して定める候補者（吏員その他の職員）について、甲市長（甲市何々委

員会）（甲市何々委員）がこれを選任する。 

２ 何々委員会の委員（何々委員）（何々主事）に欠員を生じたとき（欠けたとき）は、

甲市長（甲市何々委員会）（甲市何々委員）は、何日以内に、その旨を関係町村長（何々

委員会）（何々委員）に通知するとともに、第一項の例により当該委員会の委員（何々

委員）（何々主事）を選任するものとする。 

３ 何々主事の定数は、何人とする。］ 

（何々委員会（何々委員）の事務を補助する甲市の職員） 

第五条 何々委員会（何々委員）の事務を補助する甲市の職員の定数は、関係市町村長が

協議して定めるものとする。 

（負担金） 

第六条 何々委員会の委員（何々委員）（何々主事）に関する関係市町村の負担金の額は、

関係市町村長がその協議により決定しなければならない。 

２ 関係町村は、前項の規定による負担金を、甲市に交付しなければならない。 

３ 前項の負担金の交付の時期については、関係市町村がその協議により定める。 

（特定の事務に要する経費） 

第七条 関係市町村のうち、特定の市町村が専ら当該市町村のために何々委員会（何々委

員）（何々主事）をして特定の事務を管理し及び執行させる場合においては、当該市町村

は、これに要する経費を、前条第一項の規定による負担金とは別に、甲市に交付するも

のとする。 

２ 前項の経費は、第八条に規定する特別会計中に計上するものとする。 

［第七条 関係市町村のうち、特定の市町村が専ら当該市町村のために何々委員会（何々

委員）（何々主事）をして特定の事務を管理し及び執行させる場合においては、当該
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市町村は、前条の規定による負担金とは別に、これに要する経費を、当該市町村の予

算に計上して支出するようにしなければならない。］ 

（何々委員会（何々委員）（何々主事）に関する甲市の予算） 

第八条 何々委員会（何々委員）（何々主事）に関する甲市の予算は、これを特別会計とす

る。 

（何々委員会（何々委員）（何々主事）に関する甲市の決算報告） 

第九条 甲市長は、何々委員会（何々委員）（何々主事）に関する決算を甲市議会の認定に

付したときは、当該決算を、関係町村長に報告しなければならない。 

（何々委員会（何々委員）（何々主事）の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びに

その他の規程） 

第十条 何々委員会（何々委員）（何々主事）の事務の管理及び執行に関する条例、規則並

びにその他の規程については、関係市町村（関係市町村長）は、これを相互に調整する

ように努めなければならない。 

（何々委員会の委員（何々委員）（何々主事）の身分の取扱に関する条例、規則並びにそ

の他の規程） 

第十一条 甲市は、何々委員会の委員（何々委員）（何々主事）の報酬、費用弁償の額及び

その支給方法並びに給料、旅費の額、その支給方法及び退職年金又は退職一時金に関す

る条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、予め関係町村と協議し

なければならない。 

２ 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、甲市が制定又は改廃したときは、

関係町村長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。 

（何々委員会の委員（何々委員）（何々主事）の懲戒処分等） 

第十二条 甲市長は、何々委員会の委員（何々委員）（何々主事）の懲戒処分をするとき及

びその退職につき承認を与える場合においては、予め関係町村長と協議しなければなら

ない。 

（補則） 

第十三条 この規約に定めるものを除く外、何々委員会（何々委員）（何々主事）の担任す

る事務に関し必要な事項は、関係市町村長が協議して定める。 

附 則 

１ この規約は、平成何年何月何日から施行する。 

２ 関係町村長は、この規約施行の際現に効力を有する第十一条第一項の規定による甲市

の何々条例（規則）（規程）を公表しなければならない。 
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（地方自治法の改正に伴う行政機関等の共同設置に関する質疑応答集 

平成２３年８月１日付総務省自治行政局市町村体制整備課事務連絡） 

 

② 議会事務局の共同設置の規約例 

 

Ａ市Ｂ市議会事務局共同設置規約 

平成○年○月○日 

規約第○号 

（共同設置する地方公共団体） 

第一条 Ａ市及びＢ市（以下「関係団体」という。）は、関係団体の議会に関する事務を処

理するため、共同して、地方自治法（昭和二十二年法律六十七号）第百三十八条第二項

に規定する議会事務局を設置するものとする。 

（名称） 

第二条 第一条に規定する議会事務局は、Ａ市Ｂ市議会事務局（以下「事務局」という。）

という。 

（事務局の執務場所） 

第三条 事務局の執務場所は、Ａ市役所（Ｂ市役所）内とする。 

【規約で定める関係団体の議会の議長が選任する場合】 

（事務局の職員の選任方法） 

第四条 事務局の職員は、Ａ市（Ｂ市）（以下「代表団体」という。）の議会の議長がこれ

を選任する。 

２ 事務局の職員の定数は、関係団体の議会の議長の協議により決定する。 

３ 代表団体の議会の議長は、第一項の規定により職員を選任した場合は、速やかに、そ

の旨を関係団体の議会の議長に通知しなければならない。 

４ 代表団体の議会の議長は、職員に欠員が生じ、これに伴い後任者を選任した場合は、

速やかに、その旨を関係団体の議会の議長に通知しなければならない。 

【関係団体の議会の議長が協議により定めた者について規約で定める関係団体の議会の議

長が選任する場合】 

（事務局の職員の選任方法） 

第四条 事務局の職員は、関係団体の議会の議長が協議して定める候補者について、Ａ市

（Ｂ市）（以下、「代表団体」という。）の議会の議長がこれを選任する。 

２ 事務局の職員の定数は、関係団体の議会の議長の協議により決定する。 

３ 代表団体の議会の議長は、第一項の規定により職員を選任した場合は、速やかに、そ

の旨を関係団体の議会の議長に通知しなければならない。 

４ 職員に欠員が生じたときは、代表団体の議会の議長は、○日以内に、その旨を関係団

体の議会の議長に通知し、第一項の規定により後任者を選任するものとする。 
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（負担金） 

第五条 事務局に関する関係団体の負担金の額は、関係団体がその協議により決定しなけ

ればならない。 

２ 関係団体は、前項の規定による負担金を、代表団体に交付しなければならない。 

３ 前項の負担金の交付の時期は、関係団体がその協議により定める。 

（特定の事務に要する経費） 

第六条 関係団体のうち、特定の団体が専ら当該団体のために事務局をして特定の事務を

管理し及び執行させる場合においては、当該団体は、これに要する経費を、前条の規定

による負担金とは別に、代表団体に交付するものとする。 

２ 前項の経費は、第七条に規定する特別会計中に計上するものとする。 

（事務局に関する予算） 

第七条 事務局に関する予算は、代表団体の特別会計とする。 

（事務局に関する決算） 

第八条 代表団体の議会の議長は、事務局に関する決算を代表団体の議会の認定に付した

ときは、当該決算を、関係団体の議会の議長に報告しなければならない。 

（事務局に関する関係団体の諸規程） 

第九条 議会事務局に関する条例、規則その他の規程については、関係団体は、これを相

互に調整するように努めなければならない。 

（事務局の職員の身分取扱い） 

第十条 代表団体の長は、事務局の職員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法その他職

員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとする場合

においては、あらかじめ関係団体の長と協議しなければならない。 

２ 前項の規定による条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、代表団体

の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。 

（事務局の職員の懲戒処分） 

第十一条 代表団体の長は、事務局の職員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認

を与える場合においては、あらかじめ関係団体の長と協議しなければならない。 

（補則） 

第十二条 この規約に定めるものを除くほか、事務局の担任する事務に関し必要な事項は、

関係団体が協議して定める。 

附 則 

１ この規約は平成○年○月○日から施行する。 

２ 関係団体は、施行後に効力を有する第十条第一項の規定による代表団体の関係条例、

規則その他の規程を公表しなければならない。 
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（地方自治法の改正に伴う行政機関等の共同設置に関する質疑応答集 

平成２３年８月１日付総務省自治行政局市町村体制整備課事務連絡） 

 

③ 行政機関（保健所）の共同設置の規約例 

 

Ａ県Ｂ市保健所共同設置規約 

平成○年○月○日 

規約第○号 

（共同設置する地方公共団体） 

第一条 Ａ県及びＢ市（以下「関係団体」という。）は、共同して、地域保健法（昭和二十

二年法律第百一号）第五条第一項に規定する保健所を設置するものとする。 

（名称） 

第二条 第一条に規定する保健所は、Ａ県Ｂ市保健所（以下「保健所」という。）という。 

（保健所の執務場所及び所管区域） 

第三条 保健所の執務場所は、Ａ県Ｂ市○町○番地とする。 

２ 保健所の所管区域は、Ｂ市及びＣ郡とする。 

【規約で定める関係団体の長が選任する場合】 

（保健所長及び職員の選任方法） 

第四条 地域保健法第十条の規定に基づく保健所長及び職員は、Ａ県（Ｂ市）（以下「代表

団体」という。）の長がこれを選任する。 

２ 保健所の職員の定数は、関係団体の長の協議により決定する。 

３ 代表団体の長は、第一項の規定により所長及び職員を選任した場合は、速やかに、そ

の旨を関係団体の長に通知しなければならない。 

４ 保健所長及び職員に欠員が生じ、これに伴い後任者を選任した場合は、速やかに、そ

の旨を関係団体の長に通知しなければならない。 

【関係団体の長が協議により定めた者について規約で定める関係団体の長が選任する場

合】 

（保健所長及び職員の選任方法） 

第四条 地域保健法第十条の規定に基づく保健所長及び職員は、関係団体の長が協議して

定める候補者について、Ａ県（Ｂ市）（以下、「代表団体」という。）の長がこれを選任す

る。 

２ 保健所の職員の定数は、関係団体の長の協議により決定する。 

３ 代表団体の長は、第一項の規定により所長及び職員を選任した場合は、速やかに、そ

の旨を関係団体の長に通知しなければならない。 

４ 保健所長及び職員に欠員が生じたときは、代表団体の長は、○日以内に、その旨を関

係団体の長に通知し、第一項の規定により後任者を選任するものとする。 
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（負担金） 

第五条 保健所に関する関係団体の負担金の額は、関係団体がその協議により決定しなけ

ればならない。 

２ 関係団体は、前項の規定による負担金を、代表団体に交付しなければならない。 

３ 前項の負担金の交付の時期は、関係団体がその協議により定める。 

（特定の事務に要する経費） 

第六条 関係団体のうち、特定の団体が専ら当該団体のために保健所をして特定の事務を

管理し及び執行させる場合においては、当該団体は、これに要する経費を、前条の規定

による負担金とは別に、代表団体に交付するものとする。 

２ 前項の経費は、第七条に規定する特別会計中に計上するものとする。 

（保健所に関する予算） 

第七条 保健所に関する予算（当該共同して設置する保健所に関する負担金に係る部分に

限る。）は、代表団体の特別会計とする。 

（保健所に関する決算） 

第八条 代表団体の長は、保健所に関する決算を代表団体の議会の認定に付したときは、

当該決算を、関係団体の長に報告しなければならない。 

（保健所に関する関係団体の諸規程） 

第九条 保健所に関する条例、規則その他の規程については、関係団体は、これを相互に

調整するように努めなければならない。 

（保健所長及び職員の身分取扱い） 

第十条 代表団体の長は、保健所長及び職員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法その

他所長及び職員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しよ

うとする場合においては、あらかじめ関係団体の長と協議しなければならない。 

２ 前項の規定による条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、関係団体

の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。 

（保健所長及び職員の懲戒免職） 

第十一条 代表団体の長は、保健所の所長及び職員の懲戒処分をするとき及びその退職に

つき承認を与える場合においては、あらかじめ関係団体の長と協議しなければならない。 

（補則） 

第十二条 この規約に定めるものを除くほか、保健所の担任する事務に関し必要な事項は、

関係団体が協議して定める。 

附 則 

１ この規約は平成○年○月○日から施行する。 

２ 関係団体は、施行後に効力を有する第十条第一項の規定による代表団体の関係条例、

規則その他の規程を公表しなければならない。 
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（地方自治法の改正に伴う行政機関等の共同設置に関する質疑応答集 

平成２３年８月１日付総務省自治行政局市町村体制整備課事務連絡） 

 

④ 内部組織（税務課）の共同設置の規約例 

 

Ａ市Ｂ市税務課共同設置規約 

平成○年○月○日 

規約第○号 

（共同設置する地方公共団体） 

第一条 Ａ市及びＢ市（以下「関係団体」という。）は、共同して、税務課を設置するも

のとする。 

（名称） 

第二条 第一条に規定する税務課は、Ａ市Ｂ市税務課（以下「税務課」という。）という。 

（税務課の執務場所） 

第三条 税務課の執務場所は、Ａ市役所（Ｂ市役所）内とする。 

【規約で定める関係団体の長が選任する場合】 

（税務課職員の選任方法） 

第四条 税務課の職員は、Ａ市（Ｂ市）（以下「代表団体」という。）の長がこれを選任

する。 

２ 税務課の職員の定数は、関係団体の長の協議により決定する。 

３ 代表団体の長は、第一項の規定により所長及び職員を選任した場合は、速やかに、そ

の旨を関係団体の長に通知しなければならない。 

４ 税務課の職員に欠員が生じ、これに伴い後任者を選任した場合は、速やかに、その旨

を関係団体の長に通知しなければならない。 

【関係団体の長が協議により定めた者について規約で定める関係団体の長が選任する場

合】 

（税務課職員の選任方法） 

第四条 税務課の職員は、関係団体の長が協議して定める職員の候補者について、Ａ市（Ｂ

市）（以下「代表団体」という。）の長がこれを選任する。 

２ 税務課の職員の定数は、関係団体の長の協議により決定する。 

３ 代表団体の長は、第一項の規定により所長及び職員を選任した場合は、速やかに、そ

の旨を関係団体の長に通知しなければならない。 

４ 税務課の職員に欠員が生じたときは、代表団体の長は、○日以内に、その旨を関係団

体の長に通知し、第一項の規定により後任者を選任するものとする。 

（負担金） 

第五条 税務課に関する関係団体の負担金の額は、関係団体がその協議により決定しなけ
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ればならない。 

２ 関係団体は、前項の規定による負担金を、代表団体に交付しなければならない。 

３ 前項の負担金の交付の時期については、関係団体がその協議により定める。 

（特定の事務に要する経費） 

第六条 関係団体のうち、特定の団体が専ら当該団体のために税務課をして特定の事務を

管理し及び執行させる場合においては、当該団体は、これに要する経費を、前条第一項

の規定による負担金とは別に、代表団体に交付するものとする。 

２ 前項の経費は、次条に規定する特別会計中に計上するものとする。 

（税務課に関する予算） 

第七条 税務課に関する予算（当該共同して設置する税務課に関する負担金に係る部分に

限る。）は、代表団体の特別会計とする。 

（税務課に関する決算） 

第八条 代表団体の長は、税務課に関する決算を代表団体の議会の認定に付したときは、

当該決算を、関係団体の長に報告しなければならない。 

（税務課に関する関係団体の諸規程） 

第九条 税務課に関する条例、規則その他の規程については、関係団体は、これを相互に

調整するように努めなければならない。 

（税務課の職員の身分取扱い） 

第十条 代表団体の長は、職員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法その他職員の身分

取扱いに関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとする場合において

は、あらかじめ関係団体の長と協議しなければならない。 

２ 前項の規定による条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、関係団体

の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。 

（税務課の職員の懲戒免職） 

第十一条 代表団体の長は、職員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える

場合においては、あらかじめ関係団体の長と協議しなければならない。 

（補則） 

第十二条 この規約に定めるものを除くほか、税務課の担任する事務に関し必要な事項は、

関係団体の長が協議して定める。 

附 則 

１ この規約は平成○年○月○日から施行する。 

２ 関係団体は、施行後に効力を有する第十条第一項の規定による代表団体の関係条例、

規則その他の規程を公表しなければならない。 
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（地方自治法の改正に伴う行政機関等の共同設置に関する質疑応答集 

平成２３年８月１日付総務省自治行政局市町村体制整備課事務連絡） 

 

⑤ 委員会の事務局（監査委員事務局）の共同設置の規約例 

 

Ａ市Ｂ市監査委員事務局共同設置規約 

平成○年○月○日 

規約第○号 

（共同設置する地方公共団体） 

第一条 Ａ市及びＢ市（以下「関係団体」という。）は、関係団体の監査委員に関する事

務を処理するため、共同して、地方自治法（昭和二十二年法律六十七号）第二百条に規

定する監査委員事務局を設置するものとする。 

（名称） 

第二条 第一条に規定する監査委員事務局は、Ａ市Ｂ市監査委員事務局（以下「事務局」

という。）という。 

（事務局の執務場所） 

第三条 事務局の執務場所は、Ａ市役所（Ｂ市役所）内とする。 

【規約で定める関係団体の長が選任する場合】 

（事務局の職員の選任方法） 

第四条 事務局の職員は、Ａ市（Ｂ市）（以下「代表団体」という。）の代表監査委員が

これを選任する。 

２ 事務局の職員の定数は、関係団体の代表監査委員の協議により決定する。 

３ 代表団体の代表監査委員は、第一項の規定により職員を選任した場合は、速やかに、

その旨を関係団体の代表監査委員に通知しなければならない。 

４ 事務局の職員に欠員が生じ、これに伴い後任者を選任した場合は、速やかに、その旨

を関係団体の代表監査委員に通知しなければならない。 

【関係団体の代表監査委員が協議により定めた者について規約で定める関係団体の代表監

査委員が選任する場合】 

（事務局の職員の選任方法） 

第四条 事務局の職員は、関係団体の代表監査委員が協議して定める職員の候補者につい

て、Ａ市（Ｂ市）（以下「代表団体」という。）の代表監査委員がこれを選任する。 

２ 事務局の職員の定数は、関係団体の代表監査委員の協議により決定する。 

３ 代表団体の代表監査委員は、第一項の規定により職員を選任した場合は、速やかに、

その旨を関係団体の代表監査委員に通知しなければならない。 

４ 事務局の職員に欠員が生じたときは、代表団体の代表監査委員は、○日以内に、その

旨を関係団体の代表監査委員に通知し、第一項の規定により後任者を選任するものとす
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る。 

（負担金） 

第五条 事務局に関する関係団体の負担金の額は、関係団体がその協議により決定しなけ

ればならない。 

２ 関係団体は、前項の規定による負担金を、代表団体に交付しなければならない。 

３ 前項の負担金の交付の時期については、関係団体がその協議により定める。 

（特定の事務に要する経費） 

第六条 関係団体のうち、特定の団体が専ら当該団体のために事務局をして特定の事務を

管理し及び執行させる場合においては、当該団体は、これに要する経費を、前条第一項

の規定による負担金とは別に、代表団体に交付するものとする。 

２ 前項の経費は、次条に規定する特別会計中に計上するものとする。 

（事務局に関する予算） 

第七条 事務局に関する予算は、代表団体の特別会計とする。 

（事務局に関する決算） 

第八条 代表団体の長は、事務局に関する決算を代表団体の議会の認定に付したときは、

当該決算を、関係団体の長に報告しなければならない。 

（事務局に関する関係団体の諸規程） 

第九条 事務局に関する条例、規則その他の規程については、関係団体は、これを相互に

調整するように努めなければならない。 

（事務局の職員の身分取扱い） 

第十条 代表団体の長は、事務局の職員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法その他職

員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとする場合

においては、あらかじめ関係団体の長と協議しなければならない。 

２ 前項の規定による条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、代表団体

の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。 

（事務局の職員の懲戒免職） 

第十一条 代表団体の長は、事務局の職員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認

を与える場合においては、あらかじめ関係団体の長と協議しなければならない。 

（補則） 

第十二条 この規約に定めるものを除くほか、事務局の担任する事務に関し必要な事項は、

関係団体の長が協議して定める。 

附 則 

１ この規約は平成○年○月○日から施行する。 

２ 関係団体は、施行後に効力を有する第十条第一項の規定による代表団体の関係条例、

規則その他の規程を公表しなければならない。 



５９ 

 

議案第   号 

 

○○市及び△△町における■■課の共同設置について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第１項の規定により、平成××年

××月××日から、○○市と△△町において、別紙の規約により■■課を共同設置すること

について議決を求める。 

 

平成  年  月  日提出 

○○市長（又は△△町長）  氏  名 

 

 

 提 案 理 由 

 ○○市と△△町において■■課を共同設置することについて協議したいので、地方自治法

第２５２条の７第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、この

案を提出するものである。 

規約を添付する。 

議案の書式・文言は、原則として、

各団体とも同一とする。 

例１５ 



６０ 

 

【従前から■■課を共同設置している団体の議案】 

議案第   号 

 

■■課を共同設置する地方公共団体の数の増加及び規約の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定により、平成××年

××月××日から、■■課を共同設置する地方公共団体に□□市が加入し、■■課共同設置

規約を以下のとおり変更することについて議決を求める。 

 

平成  年  月  日提出 

○○市長（又は△△町長）  氏  名 

 

 

 

■■課共同設置規約の一部を変更する規約 

 

■■課共同設置規約の一部を次のように変更する。 

 第●条中「○○市」の次に「、□□市」を加える。 

   附 則 

 この規約は、平成××年××月××日から施行する。 

 

 

 

 提 案 理 由 

 ■■課を共同設置する地方公共団体に□□市が加入し、■■課共同設置規約を変更するこ

とについて協議したいので、地方自治法第２５２条の７第３項において準用する第２５２条

の２の２第３項の規定により、この案を提出するものである。 

別紙としてもよい。 

変更規約部分の書式・文言は、

各団体とも同一とする。 

数の増加により影響を受ける規

約中の他の関連条文もすべて変

更する。 

議案の書式・文言は、原則として、

各団体とも同一とする。 

例１６ 



６１ 

 

【新たに■■課の共同設置に加入する団体の議案】 

議案第   号 

 

■■課を共同設置する地方公共団体への加入について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定により、平成××年

××月××日から、別紙の規約により、■■課を共同設置する地方公共団体に□□市が加入

することについて議決を求める。 

 

平成  年  月  日提出 

       □□市長  氏  名 

 

 

 

 提 案 理 由 

 ■■課を共同設置する地方公共団体に□□市が加入することについて協議したいので、地

方自治法第２５２条の７第３項において準用する第２５２条の２の２第３項の規定により、

この案を提出するものである。 

 

規約（全文）を添付する。 



６２ 

 

議案第   号 

 

■■課の共同設置の廃止について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定により、平成××年

××月××日をもって、○○市、□□市及び△△町における■■課の共同設置を廃止するこ

とについて議決を求める。 

 

平成  年  月  日提出 

                ○○市長（又は☐☐市長、△△町長）  氏  名 

 

 

 提 案 理 由 

 ○○市、□□市及び△△町における■■課の共同設置を廃止することについて協議したい

ので、地方自治法第２５２条の７第３項において準用する第２５２条の２の２第３項の規定

により、この案を提出するものである。 

規約は不要。 

議案の書式・文言は、原則として、

各団体とも同一とする。 

例１７ 



６３ 

 

○○市及び△△町における■■課の共同設置に関する協議書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第１項の規定により、平成××年

××月××日から、○○市と△△町において、別紙の規約により■■課を共同設置すること

について協議する。 

 

平成  年  月  日 

  

     ○○市長  氏  名 印  

     △△町長  氏  名 印  

 

協議書は必要枚数を作成するか写しを作成してそれぞれ所有しておくことが望ましい。 

規約を添付する。 

例１８ 



６４ 

 

■■課を共同設置する地方公共団体の数の増加及び規約の変更 

に関する協議書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定により、平成××年

××月××日から、■■課を共同設置する地方公共団体に□□市が加入し、■■課共同設置

規約を以下のとおり変更することについて協議する。 

 

平成  年  月  日 

     ○○市長  氏  名 印 

     □□市長  氏  名 印 

     △△町長  氏  名 印 

 

 

■■課共同設置規約の一部を変更する規約 

 

■■課共同設置規約の一部を次のように変更する。 

 第●条中「○○市」の次に「、□□市」を加える。 

   附 則 

 この規約は、平成××年××月××日から施行する。 

 

 

別紙としてもよい。 

協議書は必要枚数を作成するか写しを作成してそれぞれ所有しておくことが望ましい。 

数の増加により影響を受ける規約中の他

の関連条文もすべて変更する。 

例１９ 



６５ 

 

■■課の共同設置の廃止に関する協議書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定により、平成××年

××月××日をもって、○○市、□□市及び△△町における■■課の共同設置を廃止するこ

とについて協議する。 

 

平成  年  月  日 

 

                           ○○市長  氏  名 印   

                           □□市長  氏  名 印   

                           △△町長  氏  名 印   

 

 

 ・規約は不要。 

・協議書は必要枚数を作成するか写しを作成してそれぞれ所有しておくことが望ましい。 

例２０ 



６６ 

 

         ○ 総 第     号 

    △ 総 第     号 

    平成  年  月  日 

 

（宛先） 

埼 玉 県 知 事 

 

 

  ○○市長  氏  名 印  

  △△町長  氏  名 印 

 

 

○○市及び△△町における■■課の共同設置について（届出） 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第１項の規定により、○○

市と△△町において■■課を共同設置したので、下記書類を添えて届け出ます。 

 

記 

 

 １ 届出理由  別紙理由書のとおり 

 ２ 規約 

 ３ 協議書（写） 

 ４ 議決書（写） 

 ５ 告示書（写） 

 

届出日は協議日以降

となる。 

共同設置した理由・経緯について、

わかりやすく記載する。 

原本証明を付すこと（複数枚にわた

る場合は割印を押印のこと）。 

例２１ 



６７ 

 

         ○ 総 第     号 
    □ 総 第     号 
    △ 総 第     号 
    平成  年  月  日 

 

（宛先） 

 埼 玉 県 知 事 

 

 

  ○○市長  氏  名 印  

  □□市長  氏  名 印 

  △△町長  氏  名 印 

 

 

■■課を共同設置する地方公共団体の数の増加及び規約の変更 

について（届出） 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定により、■■

課を共同設置する地方公共団体に□□市が加入し、■■課共同設置規約を変更したの

で、下記書類を添えて届け出ます。 

 

 

記 

 

 １ 届出理由  別紙理由書のとおり 

 ２ 新規約 

 ３ 新旧対照表 

 ４ 協議書（写） 

 ５ 議決書（写） 

 ６ 告示書（写） 

 

届出日は協議日以降

となる。 

共同設置する団体の数の増加及び規約を変更した

理由・経緯について、わかりやすく記載する。 

原本証明を付すこと（複数枚にわた

る場合は割印を押印のこと）。 

例２２ 



６８ 

 

    ○ 総 第     号 
    □ 総 第     号 
    △ 総 第     号 
    平成  年  月  日 

 

（宛先） 

 埼 玉 県 知 事 

 

 

  ○○市長  氏  名 印  

  □□市長  氏  名 印 

  △△町長  氏  名 印 

 

 

■■課の共同設置の廃止について（届出） 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定により、○○

市、□□市及び△△町における■■課の共同設置を廃止したので、下記書類を添えて

届け出ます。 

 

記 

 

 １ 届出理由  別紙理由書のとおり 

 ２ 規約 

 ３ 協議書（写） 

 ４ 議決書（写） 

 ５ 告示書（写） 

 

届出日は協議日以降

となる。 

共同設置を廃止した理由・経緯について、

わかりやすく記載する。 

原本証明を付すこと（複数枚にわたる

場合は割印を押印のこと）。 

例２３ 
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【規約（事務の委託）】 

（『逐条地方自治法 第８次改訂版』松本英昭著 学陽書房 から） 

 

事務委託に関する規約例 

 

甲市（町村）乙市（町村）何々に関する事務（等）の事務委託に関する規約 

 

（委託事務の範囲） 

第一条 甲市（町村）は、左に掲げる事務（以下「委託事務」という。）の管理及び執行を

乙市（町村）に委託する。 

一 Ａに関する事務 

二 Ｂに関する事務 

三 （Ｃ事務中）Ｄに関する事項（事務） 

（管理及び執行の方法） 

第二条 前条に掲げるＢに関する事務の管理及び執行については、甲市（町村）の条例及

び規則その他の規程（以下「条例等」という。）の定めるところによるものとする。 

（経費の負担及び予算の執行） 

第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲市（町村）の負担とし、甲市（町村）

は、予め、これを乙市（町村）に交付するものとする。 

２ 前項の経費の額及び交付の時期は、乙市（町村）長が甲市（町村）長と協議して定め

る。この場合において、乙市（町村）長は、予め、委託事務に要する経費の見積に関す

る書類（事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。）を甲市（町村）長に

送付しなければならない。 

第四条 乙市（町村）長は、その委託を受けた事務の管理及び執行にかかる収入及び支出

については、乙市（町村）歳入歳出予算において分別して計上するものとする。 

第五条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料（又は手数料等）の収入は、すべ

て乙市（町村）の収入とする。 

第六条 乙市（町村）長は、各年度において、その委託事務の執行にかかる予算に残額が

ある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費とし

て繰り越して使用するものとする。この場合においては、乙市（町村）長は、繰越金の

生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに甲市（町村）長に提出し

なければならない。 

（決算の場合の措置） 

第七条 乙市（町村）長は、地方自治法第二百三十三条第六項の規定により、決算の要領

を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲市（町村）長に通知す

例２４ 
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るものとする。 

（連絡会議） 

第八条 乙市（町村）長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、甲市

（町村）長と年（月）何回定期に連絡会議を開くものとする。但し、甲市（町村）長の

申し出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。 

（条例等改正の場合の措置） 

第九条 委託事務の管理及び執行について適用される甲市（町村）（乙市（町村））の条例

等の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては、甲市（町村）（乙市（町村））

は、予め、乙市（町村）（甲市（町村））に通知しなければならない。 

第十条 委託事務中Ａに関する事務及び（Ｃ事務中）Ｄに関する事項（事務）に適用され

る乙市（町村）の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、乙市（町村）

は直ちに当該条例等を甲市（町村）に通知しなければならない。 

２ 前項の規定による通知があつたときは、甲市（町村）は直ちに当該条例等を公表しな

ければならない。 

附 則 

１ この規約は、平成何年何月何日から施行する。 

２ 甲市（町村）長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙市（町村）の条

例が、甲市（町村）に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。 

３ 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執

行にかかる収支は、廃止の日を以てこれを打切り、乙市（町村）長がこれを決算する。

この場合、決算に伴つて生ずる剰余金は、速やかに甲市（町村）に還付しなければなら

ない。 

 



７１ 

 

【事務を委託する団体の議案】 

議案第   号 

 

○○市及び△△町における■■に関する事務の委託について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規定により、平成××

年××月××日から、別紙の規約により、△△町の■■に関する事務を○○市に委託するこ

とについて議決を求める。 

 

平成  年  月  日提出 

       △△町長  氏  名 

 

 

 提 案 理 由 

 △△町の■■に関する事務を○○市に委託することについて協議したいので、地方自治法

第２５２条の１４第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、こ

の案を提出するものである。 

規約を添付する。 

例２５ 



７２ 

 

【事務を受託する団体の議案】 

議案第   号 

 

○○市及び△△町における■■に関する事務の委託について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規定により、平成××

年××月××日から、別紙の規約により、△△町の■■に関する事務を受託することについ

て議決を求める。 

 

平成  年  月  日提出 

       ○○市長  氏  名 

 

 

 提 案 理 由 

 △△町の■■に関する事務を受託することについて協議したいので、地方自治法第２５２

条の１４第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、この案を提

出するものである。 

規約を添付する。 



７３ 

 

 議案第   号 

 

△△町が○○市に委託する■■に関する事務の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定により、平成××

年××月××日から、△△町が○○市に委託する■■に関する事務を変更し、○○市及び△

△町の■■に関する事務の委託に関する規約を以下のとおり変更することについて議決を求

める。 

 

平成  年  月  日提出 

○○市長（又は△△町長）  氏  名 

 

 

○○市及び△△町の■■に関する事務の委託に関する規約の一部を変更する規約 

 

○○市及び△△町の■■に関する事務の委託に関する規約の一部を次のように変更する。 

第●条第◎項を次のように改める。 

 ◎ ・・・・・ 

   附 則 

この規約は、平成××年××月××日から施行する。 

 

 

 提 案 理 由 

 △△町が○○市に委託する■■事務を変更し、○○市及び△△町の■■に関する事務の委

託に関する規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第２５２条の１４第３

項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、この案を提出するもので

ある。 

事務の変更により影響を受ける規約中の他の関連

条文もすべて変更する。 

変更規約部分の書式・文言は、

各団体とも同一とする。 

別紙としてもよい。 

議案の書式・文言は、原則として、

各団体とも同一とする。 

【注意】 

議決から届出までの手続を要するものとして、地方自治法第２５２条の１４第２項では、協議会の場合等と異なり、 

「規約の変更」ではなく「委託した事務の変更」と規定している。ただし、運用は同様にすべきとの見解も示されている

ため、本書式例では「規約の変更」を含めている。このため、経費の支弁の方法の変更など「規約の変更」のみを行う場

合であっても、議決から届出までの手続を行うこととしている。 

※ 「最新地方自治法講座９ 国と地方及び地方公共団体相互の関係」（ぎょうせい）Ｐ２２８参照 

例２６ 



７４ 

 

議案第   号 

 

○○市及び△△町における■■に関する事務の委託の廃止について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定により、平成××

年××月××日をもって、○○市及び△△町における■■に関する事務の委託を廃止するこ

とについて議決を求める。 

 

平成  年  月  日提出 

○○市長（又は△△町長）  氏  名 

 

 

 提 案 理 由 

 ○○市及び△△町における■■に関する事務の委託を廃止することについて協議したいの

で、地方自治法第２５２条の１４第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の

規定により、この案を提出するものである。 

 

規約は不要。 

議案の書式・文言は、原則として、

各団体とも同一とする。 

例２７ 



７５ 

 

○○市及び△△町における■■に関する事務の委託に関する協議書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規定により、平成××

年××月××日から、別紙の規約により、△△町の■■に関する事務を○○市に委託するこ

とについて協議する。 

 

平成  年  月  日 

 

     ○○市長  氏  名 印  

     △△町長  氏  名 印  

協議書は必要枚数を作成するか写しを作成してそれぞれ所有しておくことが望ましい。 

規約を添付する。 

例２８ 



７６ 

 

△△町が○○市に委託する■■に関する事務の変更に関する協議書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定により、平成××

年××月××日から、△△町が○○市に委託する■■に関する事務を変更し、○○市及び△

△町の■■に関する事務の委託に関する規約を以下のとおり変更することについて協議する。 

 

平成  年  月  日 

 

     ○○市長  氏  名 印  

     △△町長  氏  名 印  

 

 
○○市及び△△町の■■に関する事務の委託に関する規約の一部を変更する規約 

 

 ○○市及び△△町の■■に関する事務の委託に関する規約の一部を次のように変更する。 

 第●条第◎項を次のように改める。 

  ◎ ・・・・・ 

    附 則 

 この規約は、平成××年××月××日から施行する。 

 

事務の変更により影響を受ける規約中の他の関連

条文もすべて変更する。 

協議書は必要枚数を作成するか写しを作成してそれぞれ所有しておくことが望ましい。 

別紙としてもよい。 

【注意】 

議決から届出までの手続を要するものとして、地方自治法第２５２条の１４第２項では、協議会の場合等と異なり、 

「規約の変更」ではなく「委託した事務の変更」と規定している。ただし、運用は同様にすべきとの見解も示されている

ため、本書式例では「規約の変更」を含めている。このため、経費の支弁の方法の変更など「規約の変更」のみを行う場

合であっても、議決から届出までの手続を行うこととしている。 

※ 「最新地方自治法講座９ 国と地方及び地方公共団体相互の関係」（ぎょうせい）Ｐ２２８参照 

例２９ 



７７ 

 

○○市及び△△町における■■に関する事務の委託の廃止に係る協議書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定により、平成××

年××月××日をもって、○○市及び△△町における■■に関する事務の委託を廃止するこ

とについて協議する。 

 

平成  年  月  日 

 

     ○○市長  氏  名 印 

     △△町長  氏  名 印 

・規約は不要。 

・協議書は必要枚数を作成するか写しを作成してそれぞれ所有しておくことが望ましい。 

例３０ 



７８ 

 

    ○ 総 第     号 

    △ 総 第     号 

    平成  年  月  日 

 

（宛先） 

埼 玉 県 知 事 

 

 

  ○○市長  氏  名 印 

  △△町長  氏  名 印 

 

 

○○市及び△△町における■■に関する事務の委託について（届出） 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規定により、△

△町の■■に関する事務を○○市に委託したので、下記書類を添えて届け出ます。 

 

記 

 

 １ 届出理由  別紙理由書のとおり 

 ２ 規約 

 ３ 協議書（写） 

 ４ 議決書（写） 

 ５ 告示書（写） 

 

届出日は協議日以降

となる。 

事務を委託した理由・経緯について、

わかりやすく記載する。 

原本証明を付すこと（複数枚にわたる

場合は割印を押印のこと）。 

例３１ 



７９ 

 

         ○ 総 第     号 

    △ 総 第     号 

    平成  年  月  日 

 

（宛先） 

 埼 玉 県 知 事 

 

 

○○市長  氏  名 印  

△△町長  氏  名 印 

 

 

△△町が○○市に委託する■■に関する事務の変更について（届出） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定により、△

△町が○○市に委託する■■に関する事務を変更し、○○市及び△△町の■■に関す

る事務の委託に関する規約を変更したので、下記書類を添えて届け出ます。 

 

記 

 

 １ 届出理由  別紙理由書のとおり 

 ２ 新規約 

 ３ 新旧対照表 

 ４ 協議書（写） 

 ５ 議決書（写） 

 ６ 告示書（写） 

 

届出日は協議日以降

となる。 

事務を変更し、併せて規約を変更した理由・経

緯について、わかりやすく記載する。 

原本証明を付すこと（複数枚にわたる場合

は割印を押印すること）。 

【注意】 

議決から届出までの手続を要するものとして、地方自治法第２５２条の１４第２項では、協議会の場合等と異なり、 

「規約の変更」ではなく「委託した事務の変更」と規定している。ただし、運用は同様にすべきとの見解も示されている

ため、本書式例では「規約の変更」を含めている。このため、経費の支弁の方法の変更など「規約の変更」のみを行う場

合であっても、議決から届出までの手続を行うこととしている。 

※ 「最新地方自治法講座９ 国と地方及び地方公共団体相互の関係」（ぎょうせい）Ｐ２２８参照 

例３２ 



８０ 

 

    ○ 総 第     号 

    △ 総 第     号 

    平成  年  月  日 

 

（宛先） 

埼 玉 県 知 事 

 

 

  ○○市長  氏  名 印  

  △△町長  氏  名 印 

 

 

○○市及び△△町における■■に関する事務の委託の廃止について（届出） 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定により、○

○市及び△△町における■■に関する事務の委託を廃止したので、下記書類を添えて

届け出ます。 

 

記 

 

 １ 届出理由  別紙理由書のとおり 

 ２ 規約 

 ３ 協議書（写） 

 ４ 議決書（写） 

 ５ 告示書（写） 

届出日は協議日以降

となる。 

事務の委託を廃止した理由・経緯につい

て、わかりやすく記載する。 

原本証明を付すこと（複数枚にわた

る場合は割印を押印のこと）。 

例３３ 
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【規約（一部事務組合）】 

（『一部事務組合のしくみとその運用』昭和 52年 4月市町村自治研究会編 から） 

 

① ○○市外２町１村○○組合の規約例 

 

○○市外２町１村○○組合規約 

平成○年○月○日 

規約第○号 

第１章 総 則 

（組合の名称） 

第１条 この組合は、○○市外２町１村○○組合（以下｢組合｣という。）という。 

（組合を組織する地方公共団体） 

第２条 組合は、○○市、○○町、○○町及び○○村（以下｢関係市町村｣という。）をもっ

て組織する。 

（組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、○○に関する事務を共同処理する。 

（組合の事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、○○に置く。 

   第２章 組合の議会 

（組合の議会の組織） 

第５条 組合の議会の議員（以下｢組合議員｣という。）の定数は、○人とし、関係市町村の

定数は次のとおりとする。 

○○市 ○人 

○○町 ○人 

○○町 ○人 

○○村 ○人 

（組合議員の選挙） 

第６条 組合の議会の議員は、関係市町村の議会において選挙権を有する者の中から選挙

する。 

２ 組合議員に欠員を生じたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。 

（組合議員の任期） 

第７条 組合議員の任期は、○年とする。 

２ 補欠議員は、前任者の残任期間在任する。 

第３章 組合の執行機関 

例３４ 
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（管理者） 

第８条 組合に、管理者、副管理者各１人を置く。 

２ 管理者、副管理者の任期は、○年とする。 

３ 第１項に定める者を除く外、会計管理者その他の職員を置き、その定数は、条例で定

める。 

（執行機関の選任） 

第９条 管理者は、関係市町村の長の互選により、組合の議会の同意を得て選任する。 

２ 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。 

３ 会計管理者その他の職員は、管理者が任免する。 

（組合の監査委員） 

第１０条 組合に監査委員○人を置く。 

２ 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員の

うちからそれぞれ○人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、○年とする。但し、組合議員のうちから選任された委員にあって

は組合議員でなくなったときはその職を失う。 

第４章 組合の経費 

（経費の支弁の方法） 

第１１条 組合の経費は、財産より生ずる収入、使用料、手数料、その他の収入をもって

支弁し、なお不足があるときは、その○分の○を○○により、関係市町村に分賦する。 

附 則 

この規約は、平成 年 月 日から施行する。 
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② ○○複合事務組合の規約例 

 

○○複合事務組合規約 

平成○年○月○日 

規約第○号 

（組合の名称） 

第１条 この組合は、○○複合事務組合（以下｢組合｣という。）という。 

（組合を組織する地方公共団体） 

第２条 組合は、○○市、○○町及び○○村（以下｢関係市町村｣という。）をもって組織す

る。 

（組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、次表右欄に掲げる市町村に係る同表左欄の事務を共同処理する。 

共 同 処 理 す る 事 務 市  町  村 

１  ○○に関する事務 ○○市、○○町、○○村 

２  ○○に関する事務     ○○市、○○町 

３  ○○に関する事務       ○○市、○○村 

  

  

６  ○○に関する事務       ○○町、○○村 

（組合の事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、○○に置く。 

（組合の議会の組織及び議員の選挙の方法） 

第５条 組合の議会の議員（以下｢組合議員｣という。）の定数は○人とし、関係市町村の議

会において、議員の中から、○○市にあっては○人を、○○町にあっては○人を、○○

村にあっては○人を、それぞれ選挙する。 

２ 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した関係市町村の議会

は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。 

３ 組合議員の任期は、当該関係市町村の議員の任期による。但し、補欠議員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（特別議決） 

第６条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの事件につい

ては、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含

む出席議員の過半数でこれを決する。 

（理事会） 

第７条 組合に理事会を置く。 
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２ 理事は、関係市町村の長をもって充てる。 

３ 理事の任期は、当該関係市町村の長の任期とする。 

４ 組合に代表理事を置く。 

５ 代表理事は、理事が互選する。 

６ 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。 

７ 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定

める。 

（会計管理者） 

第８条 組合に会計管理者を置く。 

２ 会計管理者は理事会が任免する。 

（監査委員） 

第９条 組合に監査委員○人を置く。 

２ 監査委員は、理事会が組合議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のう

ちから選任する。この場合において、組合議員のうちから選任する監査委員の数は○人

とする。 

３ 監査委員の任期は、知識経験を有する者にあっては○年とし、組合議員のうちから選

任された者にあっては組合議員の任期による。 

 但し、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 

（事務局） 

第１０条 組合に事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長その他の職員を置く。 

３ 事務局長その他の職員は、理事会が任免する。 

４ 事務局長その他の定数は、条例で定める。 

（経費の支弁の方法） 

第１１条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入、関係市町村の負担金及びその他

の収入をもって充てる。 

２ 前項の負担金の総額及び関係市町村の負担すべき額は、理事会が組合議会の議決を経

て定める。 

附 則 

１ この規約は、○○県知事の許可のあった日から施行する。 

２ 組合は、平成 年 月 日をもって解散する○○一部事務組合の事務を承継する。 



８５ 

 

 議案第   号 

 

○○組合の設立について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第２項の規定により、平成××年××

月××日から、●●市、△△市及び□□町の◎◎に関する事務を共同処理するため、別紙の

とおり規約を定め、○○組合を設立することについて議決を求める。 

 

平成  年  月  日提出 

●●市長（又は△△市長、□□町長）  氏  名 

 

 

 提 案 理 由 

 平成××年××月××日から、●●市、△△市及び□□町の◎◎に関する事務を共同処理

するため、○○組合を設立することについて協議したいので、地方自治法第２９０条の規定

により、この案を提出するものである。 

規約を添付する。 

議案の書式・文言は、原則として、

各団体とも同一とする。 

例３５ 
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議案第   号 

 

○○組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、平成××年××

月××日から、○○組合の共同処理する事務に◆◆に関する事務を加え、同組合規約を以下

のとおり変更することについて議決を求める。 

 

平成  年  月  日提出 

●●市長（又は△△市長、☐☐町長）  氏  名 

 

 

○○組合規約の一部を変更する規約 

  

○○組合規約（平成・・年指令地第・・・号）の一部を次のように変更する。 

第■条中第３号の次に次の一号を加える。 

 ４ ◆◆に関する事務 

   附 則 

この規約は、平成××年××月××日から施行する。 

 

 

 

 提 案 理 由 

 ○○組合で共同処理する事務に◆◆に関する事務を加え、同組合規約を変更することにつ

いて協議したいので、地方自治法第２９０条の規定により、この案を提出するものである。 

別紙としてもよい。 

事務の変更により影響を受け

る規約中の他の関連条文もす

べて変更する。 

変更規約部分の書式・文言は、

各団体とも同一とする。 

・議案の書式・文言は、原則として、各団体とも同一とする。 

・財産処分の議案（例３９）と一つの議案にすることも可能。 

例３６ 



８７ 

 

【引き続き組合を構成する団体の議案】 

議案第   号 

 

○○組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、平成××年××

月××日をもって、○○組合から△△市が脱退し、同組合規約を以下のとおり変更すること

について議決を求める。 

 

平成  年  月  日提出 

 

●●市長（又は☐☐町長）  氏  名 

 

 

○○組合規約の一部を変更する規約 

 

○○組合規約（平成・・年指令地第・・・号）の一部を次のように変更する。 

 第■条中「、△△市」を削る。 

 第■条第■項中「◇人」を「◆人」に改める。 

   附 則 

 この規約は、平成××年××月××日から施行する。 

  

  

 

 提 案 理 由 

 ○○組合から△△市が脱退し、同組合規約を変更することについて協議したいので、地方

自治法第２９０条の規定により、この案を提出するものである。 

・議案の書式・文言は、原則として、各団体とも同一とする。 

・必要に応じて財産処分（例３９）を行う。 
・財産処分の議案と一つの議案とすることも可能。 

別紙としてもよい。 

構成団体の数の減少により影

響を受ける規約中の他の関連

条文もすべて変更する。 

変更規約及び財産処分の部分の書式・文言は、各

団体とも同一とする。 

例３７ 



８８ 

 

【組合から脱退する団体の議案】 

議案第   号 

 

○○組合からの脱退について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、平成××年××

月××日をもって、○○組合から△△市が脱退することについて議決を求める。 

 

平成  年  月  日提出 

 

       △△市長  氏  名 

 

 

 提 案 理 由 

 ○○組合から△△市が脱退することについて協議したいので、地方自治法第２９０条の規

定により、この案を提出するものである。 

・必要に応じて財産処分（例３９）を行う。 

・財産処分の議案と一つにすることも可能。 



８９ 

 

 議案第   号 

 

○○組合の解散について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により、平成××年××月××

日をもって、○○組合を解散することについて議決を求める。 

 

平成  年  月  日提出 

                ●●市長（又は△△市長、□□町長）  氏  名   

 

 

 

 提 案 理 由 

 ○○組合を解散することについて協議したいので、地方自治法第２９０条の規定により、

この案を提出するものである。 

・議案の書式・文言は、原則として、各団体とも同一とする。 

・組合が財産を所有している場合、必ず財産処分を行う。 

・財産処分の議案（例３９）と一つの議案とすることも可能。 

例３８ 



９０ 

 

議案第   号 

 

○○組合の解散に伴う財産処分について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８９条の規定により、平成××年××月××

日をもって解散する○○組合の財産処分を以下のとおり定めることについて議決を求める。 

 

平成  年  月  日提出 

 

●●市長（又は☐☐町長）  氏  名 

 

 

○○組合の財産処分を次のとおり定める。 

 △△市に承継する財産 

 １ 土地 

    所在、地番、地目、地積等 

 ２ 建物 

    区分、面積等 

 ３ 物品 

    区分、数量等 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

 

 

 提 案 理 由 

 ○○組合の解散に伴う財産処分について協議したいので、地方自治法第２９０条の規定に

より、この案を提出するものである。 

・議案の書式・文言は、原則として、各団体と

も同一とする。 

・構成団体の増減、共同処理する事務の変更又

は組合を解散する場合において、財産処分を

必要とするときに行う。 

別紙としてもよい。 

財産処分の部分の書式・文言は、各団体とも同一とする。 

例３９ 



９１ 

 

○○組合の設立に関する協議書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第２項の規定により、平成××年××

月××日から、●●市、△△市及び□□町の◎◎に関する事務を共同処理するため、別紙の

とおり規約を定め、○○組合を設立することについて協議する。 

 

平成  年  月  日 

 

     ●●市長  氏  名 印  

     △△市長  氏  名 印 

     □□町長  氏  名 印  

 

 

 

 
協議書は必要枚数を作成するか写しを作成してそれぞれ所有しておくことが望ましい。 

規約を添付する。 

例４０ 



９２ 

 

○○組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更に関する協議書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、平成××年××

月××日から、○○組合の共同処理する事務に◆◆に関する事務を加え、同組合規約を以下

のとおり変更することについて協議する。 

 

平成  年  月  日 

     ●●市長  氏  名 印  

     △△市長  氏  名 印 

     □□町長  氏  名 印  

 

 

○○組合規約の一部を変更する規約 

  

○○組合規約（平成・・年指令地第・・・号）の一部を次のように変更する。 

 第■条中第３号の次に次の一号を加える。 

  ４ ◆◆に関する事務 

    附 則 

 この規約は、平成××年××月××日から施行する。 

 

別紙としてもよい。 

協議書は必要枚数を作成するか写しを作成してそれぞれ所有しておくことが望ましい。 

事務の変更により影響を受ける規約中の他の関連

条文もすべて変更する。 

例４１ 



９３ 

 

 

○○組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更に関する協議書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、平成××年××

月××日をもって、○○組合から△△市が脱退し、同組合規約を以下のとおり変更すること

について協議する。 

 

平成  年  月  日 

 

     ●●市長  氏  名 印 

     △△市長  氏  名 印 

     □□町長  氏  名 印 

 

 

○○組合規約の一部を変更する規約 

  

○○組合規約（平成・・年指令地第・・・号）の一部を次のように変更する。 

 第■条中「、△△市」を削る。 

 第■条第■項中「◇人」を「◆人」に改める。 

   附 則 

 この規約は、平成××年××月××日から施行する。 

 

 

・必要に応じて財産処分（例４４）を行う。 

・財産処分の協議書と一つの協議書とすることも可能 

別紙としてもよい。 

協議書は必要枚数を作成するか写しを作成してそれぞれ所有しておくことが望ましい。 

構成団体の数の減少により影響を受ける規約中

の他の関連条文もすべて変更する。 

例４２ 



９４ 

 

 

 

○○組合の解散に関する協議書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８９条の規定により、平成××年××月××

日をもって、○○組合を解散することについて協議する。 

 

平成  年  月  日 

                           ●●市長  氏  名 印   

     △△市長  氏  名 印 

     □□町長  氏  名 印  

 

 

 

・組合が財産を所有している場合、必ず財産処分を行う。 

・財産処分の協議書（例４４）と一つの協議書とすること

も可能。 

協議書は必要枚数を作成するか写しを作成してそれぞれ所有しておくことが望ましい。 

例４３ 



９５ 

 

 
○○組合の解散に伴う財産処分に関する協議書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８９条の規定により、平成××年××月××

日をもって解散する○○組合の財産処分を以下のとおり定めることについて協議する。 

 

平成  年  月  日 

 

     ●●市長  氏  名 印 

     △△市長  氏  名 印 

     □□町長  氏  名 印 

 

 

○○組合の財産処分を次のとおり定める。 

△△市に承継する財産 

 １ 土地 

    所在、地番、地目、地積等 

 ２ 建物 

    区分、面積等 

 ３ 物品 

    区分、数量等 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

構成団体の増減、共同処理する事務の変更又は組

合を解散する場合において、財産処分を必要とす

るときに行う。 

別紙としてもよい。 

協議書は必要枚数を作成するか写しを作成してそれぞれ所有しておくことが望ましい。 

例４４ 



９６ 

 

    ● 総 第     号 

    △ 総 第     号 

    □ 総 第     号 

    平成  年  月  日 

 

（宛先） 

 埼 玉 県 知 事 

 

 

  ●●市長  氏  名 印  

  △△市長  氏  名 印 

  □□町長  氏  名 印  

 

 

○○組合の設立の許可について（申請） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第２項の規定により、平成××

年××月××日から、○○組合を設立したいので、下記書類を添えて申請します。 

 

記 

 

  １ 申請理由  別紙理由書のとおり 

  ２ 規約 

  ３ 協議書（写） 

  ４ 議決書（写） 

 （５ 参考資料） 

許可申請日は協議日

以降とする。 

原本証明を付すこと（複数枚にわたる

場合は割印を押印すること）。 

許可にあたり参考資料を求める場合が

ある。 

一部事務組合を設立する理由・経緯に

ついて、わかりやすく記載する。 

例４５ 



９７ 

 

    ● 総 第     号 

    △ 総 第     号 

    □ 総 第     号 

    平成  年  月  日 

 

（宛先） 

 埼 玉 県 知 事 

 

 

  ●●市長  氏  名 印 

  △△市長  氏  名 印 

  □□町長  氏  名 印 

 

 

○○組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について（申請） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、○○組合

の共同処理する事務を変更し、同組合の規約を変更したいので、下記書類を添えて申

請します。 

 

記 

 

 １ 申請理由  別紙理由書のとおり 

 ２ 新規約 

 ３ 新旧対照表 

 ４ 協議書（写） 

 ５ 議決書（写） 

（６ 参考資料） 

 

許可申請日は協議日

以降とする。 

構成団体の長の連名に代え、組合管理

者名で申請してもよい（その場合は協

議書の正本を添付すること）。 

事務の変更及び規約の変更をする理由・経緯

について、わかりやすく記載する。 

原本証明を付すこと（複数枚にわたる場合

は割印を押印すること）。 

許可にあたり参考資料を求める

場合がある。 

・構成団体の長の連名で申請する場合は写しを添付することで

足りる。 

・組合管理者において申請する場合は必ず作成し、正本を添付

すること。 

例４６ 



９８ 

 

● 総 第     号 

△ 総 第     号 

□ 総 第     号 

平成  年  月  日 

 

（宛先） 

 埼 玉 県 知 事 

 

 

  ●●市長  氏  名 印  

  △△市長  氏  名 印 

  □□町長  氏  名 印  

 

 

○○組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更 

について（申請） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、○○組合

を組織する地方公共団体の数を減少し、同組合の規約を変更したいので、下記書類を

添えて申請します。 

 

記 

 

 １ 申請理由  別紙理由書のとおり 

 ２ 新規約 

 ３ 新旧対照表 

 ４ 協議書（写） 

 ５ 議決書（写） 

（６ 参考資料） 

許可申請日は協議日

以降とする。 

構成団体の長の連名に代え、組合管理

者名で申請してもよい（その場合は協

議書の正本を添付すること）。 

構成団体の数の減少及び規約の変更をする理

由・経緯について、わかりやすく記載する。 

・原本証明を付すこと（複数枚にわたる場

合は割印を押印すること）。 

・許可にあたり参考資料を求める場合がある。 

・財産処分に関する協議を行った場合は、参考資料として財産処分に関する資料を添

付する（財産処分は許可の対象ではないが、審査の対象にはなるため）。 

・構成団体の長の連名で申請する場合は写しを添付することで

足りる。 

・組合管理者において申請する場合は必ず作成し、正本を添付

すること。 

例４７ 



９９ 

 

    ● 総 第     号 

    △ 総 第     号 

    □ 総 第     号 

    平成  年  月  日 

 

（宛先） 

 埼 玉 県 知 事 

 

 

  ●●市長  氏  名 印  

  △△市長  氏  名 印 

  □□町長  氏  名 印  

 

 

○○組合の解散について（届出） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により、平成××年××

月××日をもって、○○組合を解散することとしたので、下記書類を添えて届け出ま

す。 

 

記 

 

 １ 届出理由  別紙理由書のとおり 

 ２ 規約 

 ３ 協議書（写） 

 ４ 議決書（写） 

（５ 参考資料） 

届出日は協議日以降

とする。 

組合を解散した理由・経緯について、

わかりやすく記載する。 

原本証明を付すこと（複数枚にわたる場合

は割印を押印すること）。 

組合の解散では一般的に財産処分を伴

うが、表題には含まなくてよい。 

例４８ 

・届出にあたり参考資料を求める場合がある。 

・財産処分に関する協議を行った場合は、参考資料として財産処分に関する資料を添

付する。 



 

埼玉県企画財政部地域政策課 

ＴＥＬ ０４８－８３０－２７９４ 
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